
緒
論

古
陽
洞
正
壁
の
釈
迦
三
尊
像
と
、
拓
本

の
上
で
錯
読
さ
れ
た
「
太
和
七
年
孫
秋

生
造
像
記
」

１

は
じ
め
て
私
が
、
龍
門
石
窟
を
訪
れ
た
の
は
、
一
九
七
九
年
の
四

月
の
こ
と
で
、
仏
教
美
術
訪
中
団
の
一
員
と
し
て
四
日
間
に
わ
た
る

敦
煌
莫
高
窟
の
調
査
の
帰
り
に
、
僅
か
一
日
立
寄
っ
た
だ
け
で
、
次

い
で
、
八
三
年
三
月
に
も
大
同
か
ら
南
下
し
て
再
訪
し
て
い
る
が
、

そ
の
後
は
全
く
絶
え
て
い
た
。
そ
れ
は
雲
岡
石
窟
に
つ
い
て
も
同
様

で
、
七
八
年
七
月
、
八
三
年
三
月
訪
ね
た
だ
け
で
終
っ
て
い
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
雲
岡
・
龍
門
石
窟
で
は
、
滞
在
期
間
も
短
く
、

文
字
ど
お
り
通
り
一
遍
の
見�

学�

で
し
か
な
か
っ
た
が
、
遙
け
く
も
来

つ
る
も
の
か
な
、
と
い
う
感
慨
を
深
く
し
た
敦
煌
で
は
、
県
城
の
宿

泊
所
の
滞
在
も
樂
し
く
、
ま
た
何
よ
り
も
莫
高
窟
の
砂
丘
の
美
し
さ

と
調
査
し
た
四
十
余
窟
の
魅
力
、
さ
ら
に
常
書
鴻
所
長
は
じ
め
所
員

一
同
の
熱
烈
な
歓
迎
に
感
激
し
て
、
早
速
翌
年
か
ら
足
繁
く
敦
煌
莫

高
窟
へ
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
年
の
十
一
月
常

書
鴻
所
長
の
来
日
の
際
に
は
、
作
家
の
井
上
靖
、
東
洋
史
家
生
江
義

男
両
氏
と
と
も
に
座
談
会
「
敦
煌
の
魅
力
を
語
る
」（『
世
界
』
一
九

八
〇
年
一
月
号
所
収
）
に
お
招
き
し
て
歓
談
し
た
こ
と
あ
っ
て
、
席

龍
門
石
窟
古
陽
洞
の
開
鑿
年
代
（
上
）

―
―
北
魏
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
以
後
と
見
倣
す

現
行
の
通
説
の
誤
謬
を
正
す
―
―

上

原

和
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上
常
所
長
の
い
わ
れ
た
前
漢
の
武
帝
以
来
の
華�

戎�

所�

交�

の�

地�

で
あ
る

敦
煌
を
起
点
と
し
て
、
さ
ら
に
流
沙
の
彼
方
の
西�

�

の
地
、
新
疆
ウ

イ
グ
ル
自
治
区
に
あ
る
往
古
の
高
昌
國
や
亀
茲
國
、
さ
ら
に
は
于

國
な
ど
西
域
諸
國
の
遺
跡
へ
向
う
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
に
も
私
は
、
一
九
七
一
年
五
月
に
モ
ス
コ
ー
の
東
洋
学

研
究
所
の
招
請
で
訪
ソ
し
た
際
に
、
ウ
ズ
ベ
ク
共
和
國
の
タ
シ
ケ
ン

ト
や
サ
マ
ル
カ
ン
ド
周
辺
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
東
征
の
道
は
も
と

よ
り
、
七
世
紀
の
ソ
グ
ド
人
た
ち
の
東
西
交
易
の
道
の
諸
遺
跡
を
訪

ね
て
い
る
。
ま
た
一
九
七
四
年
に
お
け
る
一
年
間
の
海
外
研
修
で
、

四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
ア
テ
ネ
滞
在
中
に
、
中
近
東
の
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
を
、
西
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
か
ら
東
は
バ
ー
ミ
ヤ
ン
や
ガ
ン
ダ
ー

ラ
に
至
る
ま
で
の
古
代
遺
跡
を
歩
い
て
い
る
。
そ
の
後
イ
ラ
ク
に
も

二
度
訪
れ
て
い
る
。
私
の
関
心
は
、
東
西
交
渉
の
道
に
繁
栄
し
た

様
々
な
西
方
文
化
、
す
な
わ
ち
〝
胡
風
〞
の
東
漸
を
、
在
り
し
日
の

遺
跡
・
遺
物
を
通
し
て
こ
の
眼
で
確
か
め
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
私
が
、
二
十
年
以
上
も
経
っ
て
か
ら
、
再
び
龍
門
石
窟
を

訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
の
十
月
末
に
、
西
安
か

ら
の
帰
り
に
、
ひ
さ
び
さ
に
洛
陽
に
立
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
思
い
が
け

な
く
洛
陽
市
内
の
ホ
テ
ル
で
龍
門
石
窟
前
所
長
の
劉
景
龍
氏
訪
問
を

受
け
、
同
氏
の
厚
意
に
よ
っ
て
、
龍
門
石
窟
最
古
の
古
陽
洞
を
半
日

か
け
て
調
査
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
入
口
に
柵
が

設
け
ら
れ
、
一
般
の
観
光
客
が
洞
内
に
入
る
の
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た

の
で
、
朝
か
ら
ひ
と
り
で
心
ゆ
く
ば
か
り
洞
内
を
調
査
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

古
陽
洞
で
、
�
門
の
な
い
洞
口
の
前
に
立
っ
て
、
思
わ
ず
嘆
声
を

上
げ
た
の
は
、
絶
壁
の
よ
う
に
そ
そ
り
立
っ
た
洞
内
の
高
い
左
右
両

側
壁
の
奥
の
正
面
に
、
明
る
い
朝
の
光
り
を
う
け
て
浮
び
上
っ
て
い

る
巨
大
な
釈
迦
三
尊
像
（
口
絵
１
）
の
姿
で
あ
っ
た
。
私
を
感
嘆
さ

せ
た
の
は
、
面
長
の
顔
立
ち
の
気
品
の
あ
る
優
雅
さ
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
梯
形
状
の
二
段
の
宝
壇
の
上
に
坐
し
て
い
る
本
尊
の
異
常
な

ま
で
の
高
さ
で
あ
っ
た
。
尊
顔
は
側
壁
の
第
三
層
よ
り
も
高
く
、
像

身
を
覆
う
淡
紅
色
の
火
焔
の
跡
を
と
ど
め
た
挙
身
光
背
の
尖
端
は
、

ド
ー
ム

穹
隆
形
天
井
の
窟
頂
に
ま
で
達
し
て
い
た
。

こ
の
と
き
の
劉
景
龍
前
所
長
と
の
出
会
い
が
機
縁
と
な
っ
て
、
私

は
二
〇
〇
二
年
七
月
末
、
龍
門
石
窟
研
究
院
主
催
の
第
一
回
中
日
学

術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
１
）

に
、
日
本
美
術
史
家
の
水
野
敬
三
郎
氏
と
と
も
に

招
か
れ
、
私
は
「
古
陽
洞
に
お
け
る
虚
空
空
間
の
表
現
―
―
天
上
に

坐
す
釈
迦
本
尊
と
彌
勒
菩
薩
像
―
―
」
と
題
し
て
研
究
発
表
を
し
た
。

研
究
院
か
ら
は
前
所
長
の
劉
景
龍
氏
と
古
参
研
究
員
の
李
文
生
氏
が

参
加
し
た
。
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続
い
て
二
年
後
の
二
〇
〇
四
年
三
月
、
第
二
回
の
龍
門
石
窟
現
地

セ
ミ
ナ
ー
（
２
）
に
も
招
か
れ
、
日
本
か
ら
は
私
と
雲
岡
・
龍
門
石
窟
研
究

の
第
一
人
者
と
目
さ
れ
て
い
る
石
松
日
奈
子
氏
、
研
究
院
か
ら
は
李

文
生
氏
と
新
た
に
楊
超
傑
氏
が
参
加
し
、
私
は
前
回
に
引
続
き
「
古

陽
洞
に
見
ら
れ
る
六
朝
的
表
現
と
そ
の
開
鑿
年
代
―
―
〈
太
和
七
年

孫
秋
生
造
像
記
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
と
題
し
て
発
表
し
た
。

私
は
、
前
後
二
回
の
発
表
を
通
し
て
、
古
陽
洞
の
正
壁
の
本
尊
釈

迦
坐
像
が
、
当
時
古
都
洛
陽
に
お
い
て
、
な
お
息
づ
い
て
い
た
漢
民

族
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
ま
ぎ
れ
も
な
い
〝
漢
風
〞
を
示
し
て
い
る
こ

と
を
、
本
尊
の
面
長
で
や
や
膨
ら
み
の
あ
る
、
つ
と
に
南
朝
に
お
い

て
秀�

骨�

清�

像�

と
呼
ば
れ
て
い
た
優
雅
で
気
品
の
あ
る
顔
立
ち
や
、
伝

統
的
な
漢
人
の
着
衣
で
あ
る
褒
衣
博
帶
風
の
大
衣
と
、
そ
の
衣
文
の

流
れ
る
よ
う
な
平
行
衣
褶
線
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
た
の
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
私
は
、
空�

間�

表�

現�

の�

上�

か�

ら�

、
奥
壁
の
釈
迦
本
尊
が
、

見
上
げ
る
ば
か
り
に
高
い
梯
形
状
の
二
段
の
台
座
の
上
の
裳
懸
座
に

ド
ー
ム

坐
し
、
さ
ら
に
、
仰
ぎ
見
る
と
目
が
ま
わ
る
よ
う
に
高
い
穹
窿
形
天

上
の
窟
頂
に
そ
の
挙
身
光
背
の
尖
端
を
と
ど
か
せ
て
る
こ
と
に
よ
っ

い
ま

て
、
あ
た
か
も
天�

上�

の�

浄�

土�

に
坐
す
か
の
よ
う
な
幻
想
を
い
だ
か
せ

て
い
る
虚�

空�

空�

間�

の�

表�

現�

も
ま
た
、
優
れ
て
〝
漢
風
〞
を
示
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
、
強
調
し
た
。

そ
の
際
に
、
私
は
奈
良
県
に
あ
る
法
隆
寺
金
堂
の
本
尊
で
あ
る
釈

迦
三
尊
像
を
例
に
引
い
て
説
明
し
た
①
。
推
古
三
十
一
年
（
六
二

お
び
と

三
）
漢
人
の
末
裔
で
あ
る
佛
師
司
馬
鞍
作
首
止
利
に
よ
っ
て
造
像

さ
れ
た
こ
の
釋
迦
本
尊
も
高
い
二
重
の
台
座
の
上
に
坐
し
て
お
り
、

そ
の
挙
身
光
背
の
銘
文
に
「
往
登
淨
土
早
昇
妙
果
」
と
あ
る
よ
う
に
、

亡
き
聖
徳
太
子
が
天
上
の
淨
土
に
登�

り�

、
早
く
妙
果
に
、
す
な
わ
ち

悟
り
に
昇�

ら�

れ
ん
こ
と
を
、
と
二
度
に
わ
た
っ
て
登�

る�

、
昇�

る�

と
天

上
へ
の
往
生
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
３
）
。
こ
う
し
た
敬
天
思
想
こ
そ

は
、
儒
教
、
道
教
、
仏
教
を
問
わ
ず
、
漢
民
族
に
特
有
の
も
の
で
あ

挿図① 奈良・法隆寺金堂釈迦三尊像
（羽仁進氏撮影）
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り
、
ま
さ
し
く
〝
漢
風
〞
の
最
た
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
こ
う
し
た
紛
れ
も
な
く
〝
漢
風
〞
を
示
し
て
い
る
奥
壁
正

面
の
釈
迦
三
尊
像
は
、
い
つ
、
だ
れ
に
よ
っ
て
造
像
さ
れ
た
の
か
。

側
壁
の
南
壁
中
央
の
第
三
層
（
口
絵
２
）
に
、「
太
和
七
年
孫
秋
生
造

像
記
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
横
額
形
の
碑
銘
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
冒
頭
に
、
大
伐
太
和
七
年
新
城
縣
功
曹
孫
秋
生
新
城
縣
功

曹
劉
起
祖
二
百
人
等
敬
造
石
像
一
区
、
と
あ
り
、
奥
壁
の
本
尊
が
太

和
七
年
（
四
八
三
）
に
敬�

造�

さ
れ
た
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
年
号

の
大�

伐�

の
伐
は
代�

の
異
体
文
字
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
北
魏
は
五
胡

の
一
つ
、
鮮
卑
族
拓
跋
部
に
よ
っ
て
建
國
さ
れ
、
北
辺
の
代�

郡�

に
都

が
置
か
れ
て
た
の
で
、
漢
人
た
ち
は
軽
侮
の
念
も
あ
っ
て
こ
う
呼
と

も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
造
像
記
全
文
の

解
釈
の
際
に
後
述
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
造
像
記
に
あ
る
敬�

造�

と
い
う
語
句
は
、
造�

像�

が�

完�

成�

し�

た�

時�

点�

で�

用�

い�

ら�

れ�

る�

の
で
あ
り
、
現
存
す
る
南
朝
最
古
の

金
銅
仏
の
一
つ
で
あ
る
宋
の
元
嘉
十
四
年
（
四
三
七
）
銘
金
銅
仏
坐

像
（
東
京
・
永
青
文
庫
蔵
（
４
）
）
の
台
座
に
も
、
弟
子
韓
謙
敬�

造�

仏
像
、

と
鏤
刻
さ
れ
て
い
る
。
金
銅
仏
の
場
合
、
像
身
・
台
座
と
も
に
完
成

し
て
い
な
け
れ
ば
、
銘
刻
は
で
き
な
い
。
同
様
に
私
は
、
シ
ャ
ト
ル

美
術
館
で
も
、
北
魏
の
太
和
九
年
（
四
八
五
）
の
敬
造
年
銘
の
あ
る

小
金
銅
像
を
見
て
い
る
。
さ

ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、

雲
岡
石
窟
第
十
一
窟
東
壁
上

層
南
端
に
あ
る
「
太
和
七
年

龕
造
佛
記
（
５
）
」
に
も
、
太
和
七

年
八
月
三
十
日
に
邑
義
信
女

等
五
十
四
人
が
、
石
廟
形
像

九
十
五
區
及
び
諸
菩
薩
を
敬�

造�

し
た
、
と
い
う
横
額
形
の

碑
銘
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
の
法
隆
寺
金

堂
本
尊
の
釋
迦
三
尊
像
の
光

背
銘
に
も
、
癸
未
年
（
六
二

三
）
三
月
中
如
願
敬�

造�

釈
迦

尊
像
并
�
侍
及
荘
厳
具
竟�

と

あ
り
、
荘
厳
具
に
至
る
ま
で

お
わ

總
て
敬�

造�

し
竟
っ
た
旨
、
銘

記
さ
れ
て
い
る
。
古
陽
洞
正
壁
の
釈
迦
三
尊
像
が
、
太
和
七
年
（
四

八
三
）
に
完
成
し
た
こ
と
は
、
敬�

造�

石�

像�

一�

区�

と
銘
刻
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
も
は
や
疑
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

挿図② 雲岡石窟第十一窟「太和七年造佛記」（水野・長廣『雲岡石
窟』第八・九巻）
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古
陽
洞
開
鑿
の
開
始
が
、
こ
の
奥
壁
正
面
の
釈
迦
三
尊
が
敬
造
さ

れ
た
太
和
七
年
を
遡
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、
正
壁
本
尊
の
右
脇
侍
菩
薩
像
か
ら
、
南
壁
中
央
に
位
置
す

る
「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
ま
で
は
、
わ
ず
か
五
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
近
距
離
な
の
で
あ
る
。

２

と
こ
ろ
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
今
度
の
現
地
に
お
け
る
二
回

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
初
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
中
國
及

び
日
本
の
、
龍
門
石
窟
の
研
究
者
の
間
で
は
、
古
陽
洞
の
開
鑿
年
代

を
、
正
壁
本
尊
の
完
成
よ
り
十
年
も
遅
い
太
和
十
七
年
（
四
九
三
）

に
お
け
る
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
以
後
と
見
倣
す
謬
見
が
定
説
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
第
一
に
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
古
陽
洞
奥
壁
の
釈
迦
三

尊
像
に
見
ら
れ
る
魏
晋
以
来
の
〝
漢
風
〞
と
、
孝
文
帝
洛
陽
遷
都
後

に
南
北
側
壁
の
第
三
層
に
造
ら
れ
た
両
壁
四
つ
の
列
龕
内
（
北
壁
第

へ
ん
た
ん
う
け
ん

一
龕
を
除
く
）
の
、
隆
々
た
る
胸
部
を
露
わ
に
し
た
偏
袒
右
肩
の
釈

迦
坐
像
に
見
ら
れ
る
ま
ぎ
れ
も
な
い
〝
胡
風
〞
と
を
、
比�

較�

検�

証�

す�

る�

眼�

に
欠
け
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
と
と
も
に
、
謬
説
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
最
大
の
理
由
は
、

こ
の
側
壁
第
三
層
の
〝
胡
風
〞
の
釈
迦
坐
像
の
列
龕
の
一
つ
で
あ
る
、

南
壁
第
二
龕
の
右
側
に
添
ら
れ
た
「
邑
子
像
景
明
三
年
造
像
記
」
が
、

こ
う
し
た
列
龕
が
造
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
こ
の
南
壁
の
中
央
に
鏤
刻

さ
れ
て
い
た
横
額
形
の
「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
を
避
け
て
、

そ
の
上
下
に
二
分
し
て
同
じ
横
幅
で
追
刻
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
新

旧
二
つ
の
造
像
記
（
口
絵
３
）
を
、
拓�

本�

の�

上�

で�

見�

る�

と�

縦
長
い
一

つ
の
碑
形
（
高
さ
一
五
三
セ
ン
チ
、
幅
五
〇
セ
ン
チ
）
の
よ
う
に
も

見
え
る
の
で
、
両
者
を
混
同
し
て
し
ま
い
、
そ
の
最
下
端
の
末
尾
に
、

お
わ

景
明
三
年
（
五
〇
二
）
に
造
り
訖
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

太�

和�

七�

年�

に�

造�

像�

し�

始�

め�

て�

、
景�

明�

三�

年�

に�

完�

成�

し�

た�

も
の
と
錯
読

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
③
。

そ
う
し
た
新
旧
二
つ
の
造
像
記
の
混
同
や
錯
読
は
、
古
陽
洞
の
現

場
で
、
自�

分�

の�

眼�

で�

見�

る�

か�

ぎ�

り�

、
両
者
の
碑
面
の
濃
淡
や
、
碑
文

の
配
列
の
整
い
具
合
ま
で
看
て
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
拓�

本�

の�

上�

だ�

け�

で�

見�

る�

と�

、
横
幅
を
同
じ
く
す
る
こ
の
縱
長
い
碑
形
に
は
、「
太

和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
を
挾
ん
で
、
そ
の
上
面
に
は
�
首
に
囲
ま

れ
た
「
邑
子
像
」
の
題
額
が
あ
り
、
そ
の
左
右
に
邑
主
（
寄
進
の
主

え
い
は
く
と
く

唱
者
）
で
あ
る
孫
道
務
と
衛
白
犢
両
人
の
、
地
方
役
人
の
孫
秋
生
や

劉
起
祖
の
功�

曹�

と
は
異
っ
た
、
中
央
の
大�

夫�

や
太�

守�

や
将�

軍�

な
ど
の
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官
職
名
が
、
ま
た
下
面
に
は
唯
那
（
世
話
役
）
に
率
い
ら
れ
た
邑
子

（
寄
進
者
）
た
ち
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
た
拓
墨
が
不

鮮
明
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
上
か
ら
下
ま
で
連
続
し
た
一
つ
の
碑
面
と

錯
覺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
拓
本
の
上
で
す
ら
、
こ
の
縱
長
い
碑
面
の
真
中
に
あ
る

横
額
形
の
「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
と
、
そ
れ
を
挾
ん
で
上
と

下
に
分
れ
い
る
「
邑
子
像
景
明
三
年
造
像
記
」
と
を
比
較
す
る
と
、

碑
面
の
濃
淡
は
も
と
よ
り
、
文
意
と
文
字
の
格
調
の
相
違
は
、
余
り

に
も
歴
然
と
し
て
い
る
。
前
者
が
縱
九�

字�

横
十�

三�

行�

か
ら
な
る
整
然

と
し
た
配
列
で
あ
り
、
寄
進
者
の
人
数
も
指
導
者
の
二
人
を
含
め
て

二�

百�

人�

等�

で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
者
で
は
上

面
の
題
額
「
邑
子
像
」

の
左
右
に
刻
さ
れ
た
邑

主
二
人
の
官
職
・
氏
名

は
行
数
も
字
数
も
不
揃

い
で
あ
り
、
ま
た
維
那

（
世
話
役
）
に
率
い
ら

れ
た
、
邑
子
の
名
を
記

し
た
縱
長
い
下
面
は
、

縱
の
字
数
三�

十�

字�

、
行
数
十�

五�

行�

、
邑
子
の
数
は
百�

四�

十�

人�

で
あ
り
、

両
者
が
本
来
同
一
の
碑
面
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
目
に
し
て
明
ら

か
で
あ
る
。

ま
た
、
両
者
と
も
方�

筆�

と
呼
ば
れ
る
、
角
張
っ
た
力
強
い
独
特
な

書
体
で
あ
る
が
、
仔
細
に
見
る
と
そ
の
優
劣
は
、
書
家
な
ら
ず
と
も
、

容
易
に
判
別
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
筆
と
、
前
者
の
願
文
の
文

体
に
見
ら
れ
る
、
対
句
の
多
い
華
麗
な
駢�

儷�

体�

こ
そ
は
優
れ
て
六
朝

人
士
の
好
ん
だ
〝
漢
風
〞
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
末
行
を
、
漢
人
の

作
法
通
り
孟
廣
達
文
蕭
顯
慶
書
と
文
章
家
と
書
家
の
名
前
を
記
し
て

結
ん
で
い
る
。
孟�

も
蕭�

も
漢
人
の
名
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
前
述
し

挿図③ 拓本による「太和七年孫秋生
造像記」と「邑子像景明三年造像記」
（『龍門石窟の研究』所収、拓影 IX）
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た
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
の
光
背
銘
（
５
）
も
、
同
様
に
十
四
字
十
四
行

の
整
然
と
し
た
駢
儷
体
で
あ
り
、
最
終
行
に
司
馬
鞍
首
止
利
佛
師
造

と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
拓
本
の
上
で
の
錯
読
と
は
い
え
、

敬�

造�

と
い
う
仏
教
美
術
に
お
け
る
基
本
的
な
慣
用
語
す
ら
解
し
な
い

昨
今
の
研
究
者
の
無
知
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
に
つ
い
て
は
、
清
朝
末
の
著

名
な
碑
学
者
で
あ
る
康
有
為
（
一
八
五
八
―
一
九
二
七
）
は
、
光
緒

十
五
年
（
一
八
八
九
）
に
著
述
し
た
『
廣
藝
舟
雙
揖
（
６
）
』
購
碑
第
三
の

目
録
に
お
い
て
、
彼
が
愛
好
し
た
龍
門
石
窟
の
造
像
記
の
な
か
で
優

品
と
し
て
撰
ん
だ
〈
龍
門
二
十
品
〉
の
筆
頭
に
、「
孫
秋
生
造

像
太
和
七
年

」
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
光
緒
十
九
年
（
一
八
九
三
）、

す
な
わ
ち
明
治
二
十
六
年
に
、
日
本
人
と
し
て
初
め
て
龍
門
を
訪
ね

た
岡
倉
覺
三
を
は
じ
め
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
の
伊
東
忠

太
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
の
塚
本
靖
、
平
子
鐸
嶺
、
関
野

貞
な
ど
、
明
治
に
お
け
る
優
れ
た
東
洋
美
術
研
究
者
た
ち
も
、
す
で

に
清
朝
の
光
緒
年
間
に
龍
門
石
窟
を
訪
ね
て
お
り
、
古
陽
洞
が
老
君

洞
と
呼
称
さ
れ
、
奥
壁
の
本
尊
は
道
教
の
太
上
老
君
と
し
て
け
ば
け

ば
し
く
上
塗
り
の
彩
色
が
な
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
〝
漢

風
〞
の
像
容
と
と
も
に
「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
の
碑
銘
と
を
、

自�

分�

の�

眼�

で
確
実
に
読
み
取
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
光
緒
三
十
三
年
（
一
九
〇
七
）
に
古
陽
洞
を
精
査
し
た
フ

ラ
ン
ス
人
エ
デ
ュ
ア
ル
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
（E

douard
C

havan-

nes

）
も
、
龍
門
に
お
け
る
滞
在
は
十
二
日
間
に
及
び
、
何
よ
り
も

漢
語
に
精
通
し
て
い
た
の
で
、
龍
門
石
窟
に
お
け
る
五
百
を
超
え
る

碑
銘
を
解
読
し
、「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
に
つ
い
て
も
、
願

文
に
至
る
ま
で
、
正
確
に
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
シ
ャ
ヴ
ァ

ン
ヌ
に
心
酔
し
た
ス
エ
ー
デ
ン
人
の
オ
ス
ヴ
ル
ド
・
シ
レ
ー
ン（O

s-

vald
Sirén

）
が
、
一
九
一
八
年
（
民
國
十
八
年
）
と
一
九
二
一
年

（
民
國
二
十
一
年
）
に
古
陽
洞
を
調
査
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
先

学
に
よ
る
現
地
調
査
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
第
四
、
第
五
章
に
お
い

て
詳
述
し
た
い
。

３

で
は
、
清
朝
末
以
来
、
古
陽
洞
を
調
査
し
た
日
本
や
欧
州
の
諸
碩

学
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
き
た
の
こ
の
「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像

記
」
が
、
い
つ
、
だ
れ
に
よ
っ
て
、
現
地
を
踏
む
こ
と
な
く
拓�

本�

の

み
に
よ
っ
て
、
南
壁
第
三
層
第
二
列
龕
の
た
め
の
「
邑
子
像
景
明
三

年
造
像
記
」
と
混
同
し
て
、
あ
た
か
も
一
つ
の
碑
銘
で
あ
る
か
の
よ

う
に
錯
読
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
錯
読
の
初
出
は
、
大
正
四
年
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（
一
九
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
大
村
西
崖
（
一
八
六
八
―
一
九
二
七
）

の
大
著
『
支
那
美
術
史
彫
塑
篇
（
７
）
』
に
お
い
て
で
あ
り
、
古
陽
洞
の
太

和
十
九
年
よ
り
景
明
末
に
至
る
造
像
銘
が
列
挙
さ
れ
た
中
に
見
ら
れ

る
。す

な
わ
ち
、
邑
子
像
（
題
額
）
の
第
一
行
に
始
ま
り
、
維
那
に
率

い
ら
れ
た
邑
子
百
四
十
人
の
名
前
を
列
挙
し
た
最
終
行
の
〈
景
明
三

年
歳
在
壬
午
五
月
戊
子
朔
廿
七
日
造
訖
〉
の
紀
年
に
至
る
ま
で
の
、

縱
長
い
碑
形
の
上
か
ら
下
ま
で
の
全
文
が
十
八
行
に
わ
た
っ
て
活�

字�

化�

さ
れ
て
い
る
。
拓�

本�

の
上
で
は
、
異
っ
た
二
つ
の
造
像
記
の
碑
面

は
、
注
意
し
て
見
れ
ば
、
太
和
七
年
の
碑
面
と
そ
の
下
の
景
明
三
年

の
碑
面
と
を
見
比
べ
る
と
、
行
数
の
違
い
と
文
字
の
大
き
さ
の
違
い

に
よ
っ
て
、
両
者
の
区
別
も
容
易
に
つ
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

い
っ
た
ん
活�

字�

化�

さ
れ
て
し
ま
う
と
、
邑
子
像
の
題
額
を
掲
げ
た
碑

形
の
上
面
か
ら
、
景
明
三
年
造
訖
の
紀
年
の
あ
る
下
面
に
至
る
ま
で
、

全
く
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の

企
ま
れ
ざ
る
改
竄
で
は
な
い
の
か
。

大
村
は
、
自
著
の
中
で
、
活�

字�

化�

さ�

れ�

た�

こ
の
碑
面
に
二
つ
の
紀

年
が
現
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、「
想
ふ
に
太
和
七
年
は
造
像
の
計
画

を
始
し
時
に
て
、
縣
功
曹
孫
秋
生
、
劉
起
祖
等
が
唱
首
と
為
り
、
二

百
人
の
邑
子
を
勸
募
し
、
洞
壁
の
形
を
成
す
を
待
ち
つ
け
て
彫
剪
に

就
き
、
漸
く
景
明
三
年
の
夏
に
刻
銘
ま
で
も
了
せ
し
に
外
な
ら
じ
」

と
憶
測
し
て
い
る
。「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
に
あ
る
、〈
敬
造

石
像
一
区
〉
の
敬�

造�

が
造
像
完
成
の
際
に
用
い
ら
れ
る
慣
用
語
で
あ

る
こ
と
は
、
す
で
に
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
先
例
で
あ

る
南
朝
宋
の
元
嘉
十
四
年
敬
造
の
小
金
銅
像
の
銘
文
も
附
図
も
、
と

も
に
大
村
の
自
著
に
収
め
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
で
あ
る
。
拓

本
の
上
で
混
同
さ
れ
た
造
像
記
を
読
む
か
ぎ
り
、
太�

和�

七�

年�

敬�

造�

の

古
陽
洞
正
壁
の
本
尊
も
、
ま
た
景�

明�

三�

年�

造�

訖�

の
紀
年
を
も
つ
南
壁

第
二
列
龕
内
の
釈
迦
坐
像
も
眼
に
は
浮
び
上
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。

現
に
大
村
は
塚
本
靖
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
そ
の
列
龕
内
の
釈
迦
坐

像
を
、
同
著
の
別
冊
附
図
（
第
四
八
十
九
図
）
に
お
い
て
勝
手
に

「
景
明
三
年
孫
秋
生
等
造
像
」
と
命
名
し
て
い
る
。

さ
ら
に
残
念
な
こ
と
に
は
、
こ
う
し
た
拓
本
に
よ
っ
て
錯
読
さ
れ

た
碑
銘
は
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
四
月
に
龍
門
石
窟
を
調
査

し
た
水
野
�
一
（
一
九
〇
五
―
一
九
七
一
）・
長
廣
敏
雄
（
一
九
〇

五
―
一
九
九
〇
）
共
著
『
龍
門
石
窟
の
研
究
』（
昭
和
十
八
年
刊
（
８
）

）

の
附
録
「
龍
門
石
刻
録
録
文
」
古
陽
洞
篇
に
、「
北
魏
孫
秋
生
等
二

百
人
造
像
記
景
明
三
年
五
月
廿
七
日
」
と
い
う
題
名
を
掲
げ
て
、
そ

の
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
水
野
・
長
廣
両
先
学
は
、
当
時
は
と
も
に
三
十
一
歳
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の
若
年
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
現
地
を
踏
み
な
が
ら
、
自�

分�

の�

眼�

で

錯
読
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
碑
銘
の
相
異
を
検
証
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

同
著
に
は
、
当
時
の
古
陽
洞
内
の
険
悪
な
状
況
に
つ
い
て
、「
こ
の

千
年
の
塵
埃
に
ま
み
れ
た
う
す
暗
い
石
窟
は
、
今
日
龍
門
二
十
品
と

稱
す
る
拓
本
工
場
と
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
訪
れ
た
と
き
、
十

人
ほ
ど
の
男
た
ち
が
、
床
か
ら
天
井
ま
で
数
段
に
か
け
わ
た
し
た
簡

単
な
丸
太
の
上
で
カ
ン
カ
ン
と
耳
を
聾
ず
る
ば
か
り
石
ず
り
の
音
を

ひ
ゞ
か
せ
て
ゐ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
共
著
に
収

録
さ
れ
て
い
る
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
塚
本
靖
が
撮
影

し
た
古
陽
洞
南
壁
第
三
層
の
第
二
龕
と
第
三
龕
の
写
真
（
第
九
十
二

図
）
に
は
、
問
題
の
碑
銘
の
全
容
が
写
っ
て
お
り
、
注
意
し
て
見
れ

ば
、
二
つ
の
年
代
を
異
し
た
造
像
記
の
見
分
け
は
つ
い
た
は
ず
で
あ

る
。
も
と
よ
り
塚
本
自
身
は
、
後
章
で
述
べ
る
と
よ
う
に
、
太
和
七

年
の
銘
記
を
正
し
く
読
ん
で
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
水
野
・
長
廣
両

先
学
の
大
著
が
、
ひ
さ
し
く
日
本
や
中
國
の
多
く
の
龍
門
石
窟
の
研

究
者
の
指
針
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
こ
の
と
き

の
古
陽
洞
に
お
け
る
碑
銘
の
未
検
証
が
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

こ
の
と
き
の
水
野
・
長
廣
両
人
の
龍
門
石
窟
の
調
査
は
、
わ
ず
か

六
日
間
し
か
許
可
さ
れ
ず
、
大
型
本
と
は
い
え
二
人
の
執
筆
し
た
部

分
は
、
大
著
の
僅
か
五
分
の
一
に
過
ぎ
ず
、
大
部
分
は
当
時
の
中
國

仏
教
史
の
権
威
者
で
あ
っ
た
塚
本
善
隆
の
論
文
「
龍
門
石
窟
に
現
れ

た
る
北
魏
佛
教
」
と
、
前
述
の
「
龍
門
石
刻
録
録
文
」
が
大
部
分
を

占
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
塚
本
善
隆
自
身
も
大
村
西
崖
と
同
じ
よ

う
に
現
地
を
訪
れ
る
こ
と
な
く
、
拓
本
の
碑
銘
を
集
め
た
「
龍
門
石

刻
録
録
文
」
に
據
っ
て
お
り
、
彼
は
論
文
の
冒
頭
に
お
い
て
、
龍
門

造
像
銘
の
中
で
最
も
古
い
紀
年
は
、
古
陽
洞
南
壁
に
存
す
る
孫
秋
生

等
二
百
人
の
造
像
記
の
北
魏
太
和
七
年
、
と
目
し
な
が
ら
も
、
し
か

し
、
こ�

の�

造�

像�

記�

が�

か�

か�

れ�

た�

の�

は�

景�

明�

三�

年�

（�

五�

〇�

二�

）�

の�

こ�

と�

で�

あ�

っ�

て�

、
洛�

陽�

遷�

都�

後�

の�

約�

十�

年�

た�

っ�

た�

年�

で�

あ�

る�

、
と
述
べ
て

い
る
。

他
方
書
道
家
の
西
川
寧
（
一
九
〇
二
―
一
九
八
九
）
も
、
昭
和
十

年
（
一
九
三
五
）
八
月
の
論
文
「
龍
門
の
書
法
と
そ
の
源
流
（
９
）
」
の
中

で
、
孫
秋
生
造
象
（
五
〇
二
）、
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
後
昭
和
二

十
六
年
（
一
九
五
一
）
八
月
の
「
龍
門
雜
記
」
で
も
、
康
有
為
が
龍

門
二
十
品
の
筆
頭
に
挙
げ
て
い
る
孫
秋
生
造
像
記
の
下
に
、
太
和
七

年
と
注
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
刻
は
、
実
は
太
和
七
年
よ
り

十
九
年
後
の
景
明
三
年
と
見
る
べ
き
で
あ
る
、
と
断
じ
て
い
る
。
西

川
が
は
じ
め
て
龍
門
石
窟
を
訪
れ
る
の
は
、
随
筆
「
慈
香
窟
」
に
よ

れ
ば
、
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
六
月
の
こ
と
な
の
で
、
大
村
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西
崖
同
様
、
拓
本
の
上
で
の
錯
読
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
錯
読
は
、
今
日
も
な
お
多
く
の
書
道
家
の
間
で
続
い
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

４

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
私
は
、「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
の
碑

銘
を
し
て
、
〝
漢
風
〞
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
願
文
の
文
体
に
見

ら
れ
る
対
句
を
多
用
し
た
駢�

儷�

体�

と
と
も
に
、
方�

筆�

と
呼
ば
れ
て
い

る
角
張
っ
た
雄
勁
な
書
体
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
書
法
が
六
朝
の
伝
統

に
負
う
て
い
る
こ
と
は
、
同
じ
く
太
和
七
年
（
四
八
三
）
の
紀
年
を

も
つ
雲
岡
石
窟
第
十
一
窟
東
南
壁
上
層
の
「
太
和
七
年
龕
造
佛
記
（
１０
）
」

（
挿
図
②
）
の
楷
書
に
は
、
全
く
方
筆
の
書
体
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
も
言
い
え
よ
う
。

ま
た
何
よ
り
も
、
古
陽
洞
の
「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
の
方

筆
に
最
も
近
い
先
蹤
が
、
西
安
碑
林
博
物
館
蔵
の
「
晋
代
司
馬
芳
殘

碑
（
１１
）
」
⑤
に
見
出
さ
れ
る
。
一
九
五
二
年
に
西
安
市
西
大
街
で
下
水
道

工
事
中
に
碑
の
上
半
段
の
み
が
発
掘
さ
れ
た
が
、
碑
額
に
「
漢
故
司

挿図④ 拓本「太和七年孫秋
生造像記」首部（『龍門二十
品』下、二玄社刊）

挿 図 ⑥ 拓 本
「爨龍顔碑文」
首部（雲南省・
陸良県展示室）

挿図⑤ 拓本「晋代司馬芳殘碑
文」首部（西安碑林博物館）
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隷
校
尉
京
兆
尹
司
馬
君
之
碑
頌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
碑
文
の

首
行
の
〈
君
諱
芳
字
文
豫
河
内
〉
の
芳�

は
、
晋
の
高
祖
宣
帝
司
馬
懿
（
１２
）

の
父
、
司
馬
防�

の
好
字
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も

建
碑
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
北
魏
の
興
光
元
年
（
四
五
四
）
に
沒
し

た
司
馬
準
に
よ
る
と
い
う
説
（
１３
）
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
昭
和

四
十
二
年
（
一
九
六
四
）
に
西
川
寧
編
『
西
安
碑
林
（
１４
）
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
が
、
書
体
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
私
が
こ
の
「
晋
代
司

馬
芳
殘
碑
」
に
接
し
た
の
は
、
一
九
七
六
年
十
一
月
、「
日
本
美
術

家
訪
中
団
」（
団
長
宮
川
寅
雄
）
の
一
員
と
し
て
、
文
化
革
命
直
後

の
西
安
を
訪
れ
た
際
で
あ
る
。

さ
ん
ほ
う
し

ま
た
、
方
筆
は
、
雲
南
省
か
ら
発
見
さ
れ
た
東
晋
の
爨
寶
子
碑
」

さ
ん
り
ゆ
う
が
ん

（
四
〇
五
）
と
同
じ
く
南
朝
宋
の
「
爨
龍
顔
碑
（
１５
）」（
四
五
八
）
に
も

見
ら
れ
る
。
両
者
と
も
前
述
し
た
清
代
の
康
有
為
著
『
廣
藝
舟
雙

楫
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
早
く
か
ら
拓
本
が
書
家
の
間
で
注

目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
三
月
、
私
は
雲
南
に
旅
し

て
、
省
都
の
昆
明
か
ら
東
北
へ
一
八
〇
キ
ロ
、
曲
靖
県
城
内
の
第
一

中
学
校
内
に
あ
る
碑
亭
内
で
「
爨
寶
子
碑
」
に
対
面
し
た
。
題
額
に

「
晋
故
振
威
将
軍
建
寧
太
守
爨
府
之
墓
」
と
あ
り
、
首
行
が
〈
君
諱

寶
子
字
寶
子
建
寧
同
樂
人
也
〉
で
始
っ
て
い
る
の
は
、
西
安
碑
林
の

「
晋
代
司
馬
芳
残
碑
」
と
の
相
似
が
見
ら
れ
て
興
味
深
か
っ
た
。
さ

ら
に
南
へ
六
〇
キ
ロ
、
陸
良
県
城
の
近
郊
に
あ
る
村
、
薜
官
堡
の
旧

廟
内
の
展
示
室
で
、
南
朝
宋
代
の
「
爨
龍
顔
碑
」
の
前
に
立
っ
た
。

碑
額
に
は
「
宋
龍
驤
将
軍
護
鎮
蠻
校
尉
寧
州
刺
史

都
縣
候

使
君

之
碑
」
と
あ
り
、
や
は
り
首
行
は
「
君
諱
龍
顔
字
仕
徳
建
寧
同
樂
縣

人
」
と
記
さ
れ
て
い
た
⑥
。
碑
頭
の
中
央
に
朱
雀
、
左
右
に
青
龍
・

せ
ん
じ
よ

白
虎
、
そ
の
下
に
三
足
鳥
の
日
輪
と
蟾
蜍
が
配
さ
れ
て
い
る
。

私
は
雲
南
に
お
い
て
、
六
朝
時
代
の
碑
銘
を
今
日
に
遺
し
て
い
る

寶
子
・
龍
顔
両
碑
の
方
筆
を
実
見
し
て
、「
晋
代
司
馬
芳
残
碑
」、
さ

ら
に
は
古
陽
洞
の
「
太
和
七
年
銘
孫
秋
生
造
像
記
」
の
方
筆
が
、
ま

ぎ
れ
も
な
く
六
朝
文
化
の
�
華
で
あ
り
、
そ
の
正
統
で
あ
る
か
、
改

め
て
感
嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
私
は
、
古
陽
洞
に
お
け
る

こ
の
方�

筆�

の
名
品
が
、
正
壁
の
釈
迦
三
尊
像
と
と
も
に
、
ま
さ
し
く

晋
代
以
来
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
〝
漢
風
〞
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

第
二
回
の
討
論
会
に
お
い
て
例
証
し
た
。

５

第
二
回
の
討
論
会
が
終
っ
た
二
〇
〇
四
年
三
月
三
十
一
日
の
夜
、

私
は
洛
陽
市
内
の
ホ
テ
ル
に
帰
っ
て
か
ら
、
晩
年
に
お
導
き
戴
い
た

恩
師
と
も
い
う
べ
き
故
水
野
�
一
先
生
に
〈
七
十
年
前
、
先
生
が
お
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果
し
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
先
生
に
代
っ
て
果
さ
せ
て
戴
き
ま
し

た
〉
と
報
告
し
た
。

昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
の
七
回
目
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

パ
キ
ス
タ
ン
の
発
掘
調
査
の
際
に
発
病
し
た
肝
硬
変
症
に
よ
り
、
薬

石
の
効
な
く
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九

七
一
）
五
月
二
十
五
日
で
あ
っ
た
。
モ
ス
コ
ー
の
東
洋
学
研
究
所
で
、

先
生
の
訃
報
に
接
し
、
私
は
慟
哭
し
た
。
京
大
の
附
属
病
院
に
入
院

し
て
お
ら
れ
た
先
生
の
お
見
舞
に
伺
っ
た
の
は
、
訪
ソ
の
前
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
先
生
は
病
床
で
、
微
笑
を
た
た
え
な
が
ら
、
も
う
あ

な
た
を
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
パ
キ
ス
タ
ン
の
調
査
に
つ
れ
て
行
く
こ

と
は
で
き
な
く
な
っ
た
、
樋
口
隆
康
君
に
よ
く
頼
ん
で
お
く
か
ら
、

と
仰
言
っ
て
下
さ
っ
た
。

先
生
は
、
ま
だ
三
十
代
の
私
が
大
学
の
紀
要
で
あ
る
『
成
城
文

藝
』
に
連
載
し
た
、
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
を
朝
鮮
三
國
直
模
の
飛
鳥

様
式
、
現
在
の
金
堂
を
白
村
江
の
敗
戦
後
に
、
統
一
新
羅
を
経
て
伝

え
ら
れ
た
初
唐
の
影
響
が
見
ら
れ
る
白
鳳
様
式
と
す
る
、
当
時
と
し

て
は
異
色
な
私
の
法
隆
寺
再
建
説
（
１６
）
を
早
く
か
ら
支
持
し
て
下
さ
っ
た
。

ま
た
、
自
著
『
法
隆
寺
（
１７
）
』
で
は
、
さ
ら
に
玉
虫
厨
子
の
絵
画
に
関
す

る
私
の
新
説
な
ど
も
、
く
わ
し
く
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。

私
は
こ
の
拙
な
い
論
文
を
、
天
上
に
い
ま
す
故
水
野
�
一
先
生
に

捧
げ
た
と
思
う
。

注

（
１
）

龍
門
石
窟
研
究
院
編
『
龍
門
石
窟
―
中
日
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論

文
集
（
第
一
回
）』（
二
〇
〇
二
年
七
月
三
十
一
日
、
於
洛
陽
大
酒
店

國
際
会
議
室
）。

一
「
古
陽
洞
に
お
け
る
虚
空
空
間
の
表
現
―
天
上
に
坐
す
釈
迦
像
と

弥
勒
菩
薩
像
―
」
上
原
和
。

二
「
世
界
文
化
遺
産
・
龍
門
石
窟
の
保
護
に
つ
い
て
の
探
求
」
劉
景

龍
。

三
「
龍
門
石
窟
の
仏
像
と
日
本
の
仏
像
」
水
野
敬
三
郎
。

四
「
龍
門
石
窟
と
中
國
伝
統
文
化
」
李
文
生
。

（
２
）

龍
門
石
窟
研
究
院
編
『
龍
門
石
窟
第
二
回
現
地
セ
ミ
ナ
ー
中
日
論

文
集
』（
二
〇
〇
四
年
三
月
三
十
一
日
、
於
龍
門
石
窟
研
究
院
会
議

室
）。

一
「
龍
門
石
窟
に
お
け
る
北
魏
建
築
」
李
文
成
。

二
「
龍
門
石
窟
の
大
袖
衣
菩
薩
像
」
石
松
日
奈
子
。

三
「
龍
門
石
窟
の
開
鑿
と
そ
の
藝
術
特
色
」
楊
超
傑
。

四
「
古
陽
洞
に
見
ら
れ
る
六
朝
的
表
現
と
開
鑿
年
代
―
太
和
七
年
孫

秋
生
造
像
銘
を
め
ぐ
っ
て
―
」
上
原
和
。

（
３
）

田
澤
坦
・
澤
柳
大
五
郎
・
久
野
健
・
坂
本
万
七
編
『
法
隆
寺
金
堂

釋
迦
三
尊
像
』（
一
九
四
九
年
岩
波
書
店
刊
）
第
二
七
図
釈
迦
三
尊

像
記
刻
文
（
拓
影
）
原
寸
方
三
四
・
二
糎
正
方
形
、
一
四
字
一
四
行

總
数
一
九
六
字
。
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（
４
）

松
原
三
郎
著
『
中
國
仏
教
彫
刻
史
研
究
』（
昭
和
三
六
年
吉
川
弘

文
館
刊
）
元
嘉
十
四
年
銘
金
銅
仏
坐
像
図
版
七
頁
、
銘
文
は
図
版
要

項
７
�
�
金
銅
仏
坐
像
、
二
二
一
頁
。

（
５
）

水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
著
『
雲
岡
石
窟
』
第
八
・
九
巻
（
昭
和
二

十
八
年
二
月
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
刊
）
図
版
三
〇
、
図
版
解

説
三
一
、
四
九
頁
。

（
６
）

康
有
為
『
廣
藝
舟
雙
楫
』（
上
）
購
碑
第
三
魏
碑
（
中
田
勇
次
郎

編
『
中
國
書
論
大
系
』
第
十
六
巻
・
清
６

一
九
九
三
年
二
玄
社

刊
）
七
五
頁
。

（
７
）

大
村
西
崖
『
支
那
美
術
史
彫
塑
篇
』（
一
九
一
五
年
、
佛
書
刊
行

会
図
像
部
刊
）
一
九
一
頁
。

（
８
）

水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
著
『
龍
門
石
窟
の
研
究
』（
昭
和
十
八
年

座
右
寶
刊
行
会
）、
本
文
「
古
陽
洞
」
か
ら
の
引
用
は
八
七
頁
。

附
録
第
二
、〈
龍
門
石
刻
録
録
文
〉
古
陽
洞
篇
所
収
の
「
北
魏
孫
秋

生
等
二
百
人
造
像
記
景
明
三
年
五
月
廿
七
日
」
は
二
九
九
頁
。
な
お
、

録
文
の
例
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
録
文
は
故
黒
川
幸
七
氏
寄
贈
の
拓
本

に
も
と
づ
き
、
諸
家
の
著
録
を
参
照
し
て
作
成
し
た
、
と
い
う
。
ま

た
附
録
第
一
、
塚
本
善
隆
「
龍
門
石
窟
に
現
れ
た
る
北
魏
佛
教
」
の

拓
本
に
依
據
し
た
古
陽
洞
の
開
鑿
年
代
論
は
、
一
四
六
頁
。

（
９
）

西
川
寧
「
龍
門
の
書
法
と
そ
の
源
流
」（『
書
道
』
第
四
巻
第
八
号
、

一
九
三
五
年
八
月
刊
）。

同

「
龍
門
雜
記
」（『
書
品
』
第
一
九
号
、
一
九
五
一
年
八
月
刊
）。

同

「
慈
香
窟
」（『
書
品
』
第
二
〇
九
号
、
一
九
七
〇
年
八
月
刊
）。

以
上
は
、『
西
川
寧
著
作
集
』
第
一
巻
（
一
九
九
一
年
五
月
、
二

玄
社
刊
）
所
収
に
據
る
。

（
１０
）

水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
『
雲
岡
石
窟
』（
一
九
五
三
年
京
都
大
學

人
文
科
學
研
究
所
刊
）
第
八
・
九
巻
、
第
十
一
洞
圖
版
三
一
、
圖
版

解
説
三
一
、
四
九
頁

（
１１
）

西
安
碑
林
博
物
館
編
『
西
安
碑
林
百
圖
集
賞
』（
陜
西
旅
游
出
版

社
一
九
九
二
年
刊
）
第
一
二
。

（
１２
）

唐
・
房
玄
齢
等
撰
『
晋
書
』
帝
紀
第
一
、
高
祖
宣
帝
懿
（
一
九
七

四
年
刊
中
華
書
局
刊
）
第
一
冊
一
頁
。

（
１３
）

楊
勵
三
「
司
馬
芳
残
碑
」（『
文
物
』
一
九
六
五
年
九
期
）
二
二
頁
。

（
１４
）

西
川
寧
編
『
西
安
碑
林
』（
昭
和
四
十
二
年
講
談
社
刊
）
第
十
九

図
、
解
説
九
頁
。

（
１５
）
『
爨
龍
顔
碑
拓
本
』（
中
國
、
雲
南
、
陸
良
県
文
物
管
理
所
）
一
、

二
、
三
頁
。

（
１６
）

上
原
和
『
玉
虫
厨
子
の
研
究
―
飛
鳥
・
白
鳳
美
術
様
式
史
論
―
』

（
一
九
六
四
年
、
日
本
学
術
振
興
会
刊
）
に
収
録
。

（
１７
）

水
野
�
一
『
法
隆
寺
』（《
日
本
の
美
術
》
４
、
昭
和
四
十
年
八
月
、

平
凡
社
刊
）
四
一
頁
、
四
三
頁
。

一
、
龍
門
に
お
け
る
古
陽
洞
の
地
理
的
位
置
と
、

地
元
新
城
県
の
漢
人
に
よ
る
天
然
の
石
灰
洞

（
鍾
乳
洞
）
の
開
鑿

龍
門
石
窟
は
、
河
南
省
の
洛
陽
市
に
あ
る
隋
唐
故
城
か
ら
は
、
洛
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河
を
渡
っ
て
南
へ
約
十
二
キ
ロ
、
東
漢
・
曹
魏
・
西
晋
・
北
魏
の
諸

王
朝
の
あ
っ
た
洛
陽
故
城
か
ら
は
、
南
西
へ
約
二
十
キ
ロ
、
北
流
す

る
伊
河
（
伊
水
）
の
両
岸
に
対
峙
す
る
左
岸
の
西
山
（
龍
門
山
）
⑦

と
右
岸
の
東
山
（
香
山
）
の
石
灰
岩
の
崖
面
に
開
鑿
さ
れ
て
い
る
。

龍
門
文
物
保
管
所
の
調
査
に
よ
れ
ば
（
１
）
現
存
す
る
両
山
の
石
窟
の
数
は

優
に
二
千
百
を
超
え
、
造
像
は
約
十
万
余
躯
、
造
像
題
記
や
そ
の
他

の
銘
文
を
刻
し
た
石
造
物
が
三
千
六
百
前
後
、
仏
塔
が
四
十
余
座
を

数
え
る
と
い
う
。

ま
た
、
つ
と
に
�
九
朝
古
都
�
と
称
さ
れ
た
東
周
以
来
の
こ
の
洛

陽
一
帯
の
地
理
的
環
境
に
つ
い
て
は
（
２
）
、
四
面
を
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地

お
も
て

で
あ
り
、〈
左
に
函
谷
を
控
え
、
右
に
虎
牢
を
握
り
、
面
に
伊
闕
に

こ
う

対
し
、
背
に
�
山
を
靠
す
〉
と
こ
ろ
か
ら
、
古
人
は
〝
四
險
之
國
〞

た
た
え

を
為
す
と
誉
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
龍
門
は
洛
陽
が
南
面
す

る
唯
一
の
自
然
の
門
口
を
な
し
て
い
た
の
で
、
春
秋
時
代
に
は
〝
闕

塞
〞
と
称
せ
ら
れ
、
東
漢
の
時
に
始
め
て
〝
龍
門
〞
あ
る
い
は
〝
伊

闕
〞
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
⑧
。
闕
と
は
、
宮
城
の

門
の
左
右
に
あ
り
、
そ
の
上
に
楼
観
を
設
け
た
双
方
の
台
を
さ
し
て

い
る
。
伊
河
は
龍
門
が
伊
闕
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
当
時
、
伊
水
と

呼
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の
伊
水
の
左
右
に
あ
る
西
山
・
東
山
を
闕
と

見
立
て
て
の
こ
と
で
あ
る
。
洛
陽
城
あ
っ
て
の
伊
闕
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
伊
闕
は
南
面

し
て
お
り
、
龍
門
山

（
西
山
）
の
南
端
に

近
い
古
陽
洞
は
、
洛

陽
城
へ
の
往
還
の
路

を
扼
す
る
地
理
的
位

置
を
考
え
て
、
伊
闕

口
寄
り
に
開
鑿
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

伊
闕
に
つ
い
て
は
、

魏
の
曹
植
（
一
九
二

―
二
三
二
）
の
「
洛

神
賦
（
３
）
」
の
冒
頭
に
も
、

よ

こ
こ

そ
む

「
余
は
京
域
從
り
、
言
に
東
藩
に
帰
る
。
伊�

闕�

に
背
き
（
あ
と
に
し

く
わ
ん
え
ん

て
）、

轅
（
險
し
く
く
ね
っ
た
山
道
）
を
越
え
、」
と
記
さ
れ
て

い
る
。

ち
な
み
に
、
孝
文
帝
崩
御
後
に
、
宣
武
帝
の
正
始
二
年
（
五
〇

五
）
か
ら
孝
明
帝
の
正
光
四
年
（
五
二
三
）
の
間
に
造
窟
さ
れ
た
と

い
う
孝
文
帝
奉
為
の
賓
陽
中
洞
も
、
現
在
の
位
置
は
西
山
の
北
端
に

挿図⑦ 西山の龍門石窟、右端が古陽洞（筆者撮影）
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近
い
が
、
当
初
は
や
は
り
伊
闕
口
寄
り
の
西
山
南
端
に
近
い
崖
面
に

開
鑿
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
魏
書
』
の
「
釈
老

志
（
４
）
」
に
よ
れ
ば
、
景
明
の
初
め
宣
武
帝
の
詔
に
よ
り
、
洛
南
の
伊
闕

山
に
孝
文
帝
と
そ
の
皇
后
の
為
に
石
窟
二
ヶ
所
を
造
営
す
る
こ
と
に

な
り
、
当
初
の
予
定
で
は
窟
頂
ま
で
三
百
十
尺
で
あ
っ
た
が
、
正
始

二
年
（
五
〇
五
）
中
二
十
三
丈
ま
で
斬
り
開
い
た
も
の
の
、
余
り
に

も
崖
面
が
高
く
、

労
力
も
費
用
も
嵩

む
の
で
、
遂
に
断

念
し
て
造
窟
を
平

地
に
移
し
、
高
さ

も
百
尺
に
す
る
こ

と
に
し
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
す

で
に
崖
面
が
二
三

丈
（
約
七
〇
メ
ー

ト
ル
）
ま
で
削
平

さ
れ
て
い
た
箇
所

と
い
え
ば
、
西
山

の
南
端
近
く
で
は
、

大
洞
と
し
て
は
古
陽
洞
に
次
い
で
伊
闕
口
に
近
い
現
在
の
奉
先
寺
洞

の
崖
面
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
新
た
に
規
模
を
縮
少
し
て
、
平
地
に

造
営
さ
れ
た
孝
文
帝
奉
為
の
石
窟
が
、
現
在
の
賓
陽
中
洞
で
あ
る
こ

と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

今
日
、
観
光
客
の
た
め
の
入
口
は
、
西
山
の
北
端
の
麓
に
あ
り
、

ま
た
賓
陽
三
洞
に
も
近
い
の
で
、
私
た
ち
は
、
と
も
す
れ
ば
こ
ち
ら

が
伊
闕
の
正
面
口
の
よ
う
に
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
本
来
の
伊
闕
口

は
、
反
対
側
の
古
陽
洞
や
奉
先
寺
洞
に
近
い
西
山
の
南
端
で
あ
り
、

現
在
も
瓦
葺
の
南
葺
の
南
門
が
建
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
伊
闕
口

は
、
南
北
朝
時
代
、
北
朝
の
洛
陽
よ
り
南
朝
の
地
に
通
じ
る
重
要
な

要
路
を
扼
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
太
和
七
年
孫
秋
生

造
像
記
」
に
、
発
願
者
の
代
表
と
し
て
冒
頭
に
名
前
が
刻
さ
れ
て
い

る
孫
秋
生
・
劉
起
祖
両
人
は
共
に
司
州
洛
陽
縣
の
南
に
隣
接
す
る
新

城
縣
の
功�

曹�

、
（
５
）
す
な
わ
ち
地
元
の
漢
人
の
属
吏
で
あ
り
、
同
行
の
二

百
人
も
当
然
地
元
新
城
県
の
漢
人
た
ち
と
み
て
差
支
え
で
あ
ろ
う
。

そ
の
新�

城�

県�

の�

縣�

治�

は
、
同
じ
く
新
城
県
の
管
内
で
あ
っ
た
こ
の
伊

闕
口
か
ら
伊
水
を
南
へ
約
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
遡
っ
た
西
岸
に
あ
っ

た
。
な
お
、
新
城
県
の
縣
治
か
ら
、
当
時
の
南
朝
斉
の
南
洛
郡
治
、

現
在
の
湖
北
省
南
陽
市
ま
で
は
、
歴
史
地
図
（
６
）
の
上
で
計
る
と
、
お
お

挿図⑧ 東山より下流の〈伊闕口〉を望む（筆者撮影）
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む
ね
二
百
余
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
の
り
で
あ
り
、
漢
人
の
開
鑿
し
た

古
陽
洞
の
奥
壁
本
尊
に
南
朝
宋
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
も
、
当
然
有
り

え
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
古
陽
洞
を
最
初

に
開
鑿
し
た
人
び
と
の
住
ん
で
い
る
新
城
縣
は
、『
漢
書
』
地
理
志
（
６
）

に
、
��

陽�

を
郡
治
と
す
る
河
南
郡
二
十
二
県
中
の
一
県
と
し
て
、
新

成
県
と
い
う
県
名
で
登
場
し
て
お
り
、
惠
帝
四
年
置
、
蠻
中
、
故
戎

蠻
子
國
、
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
じ
つ
に
前
一
九
一
年
以
来
、

漢
の
統
治
下
に
あ
り
、
そ
れ
以
来
連
綿
と
し
て
古
都
洛
陽
の
漢
人
文

化
と
結
ば
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
古
陽
洞
の
最
初
の
開
鑿
の
擔
い

手
た
ち
は
、
こ
う
し
た
前
漢
以
来
の
漢
人
た
ち
の
末
裔
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
な
お
、
洛
陽
を
�
陽
と
表
記
し
て
い
る
の
は
、
火
を

徳
と
し
た
漢
王
朝
が
水
を
忌
ん
で
、
洛�

陽�

を
��

陽�

と
改
め
た
が
、
三

國
魏
以
降
は
再
び
洛�

陽�

に
復
帰
し
て
い
る
。

で
は
、
決
し
て
裕
福
と
は
思
え
な
い
新
城
縣
の
漢
人
た
ち
官
民
二

百
人
が
、
古
陽
洞
の
奥
深
く
ま
で
開
鑿
を
な
し
え
た
の
か
。
そ
れ
は
、

こ
の
洞
が
も
と
も
と
天
然
の
石
灰
洞
、
す
な
わ
ち
日
本
で
も
よ
く
知

つ
ら
ら

ら
れ
て
い
る
鍾
乳
洞
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
氷
柱
状
に
垂
れ
下
っ

て
い
る
鍾
乳
石
や
石
柱
を
切
り
払
っ
て
し
ま
え
ば
、
容
易
に
高
い
天

井
や
深
い
奥
行
を
も
っ
た
洞
内
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
あ
る
。
中

國
で
も
、
私
は
一
九
七
六
年
に
初
め
て
鑑
真
和
上
の
足
跡
を
訪
ね
て

広
西
壯
族
自
治
区
の
桂
林
を
訪
ね
た
際
に
、
数
多
く
の
天
然
の
石
灰

洞
を
利
用
し
た
唐
代
の
仏
像
窟
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
終
っ
た
翌
日
の
午
後
、
私
は
劉
景
龍

氏
の
案
内
で
、
伊
河
の
北
岸
に
沿
い
、
南
へ
二
十
キ
ロ
ほ
ど
車
で
走

行
し
て
、
新
城
県
故
城
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
の
河
南
省

伊
水
県
の
県
治
の
あ
る
伊
川
市
か
ら
南
へ
五
キ
ロ
ほ
ど
の
古
城
村
の

麦
畑
の
台
地
に
、
往
時
の
新
城
県
の
古
城
寨
は
眠
っ
て
い
た
。
す
で

に
城
壁
は
失
わ
れ
て
い
た
が
、
西
側
の
道
路
近
く
に
、
版
築
の
城
壁

の
跡
が
殘
っ
て
い
た
。
高
台
を
下
り
る
と
、
新
緑
の
楊
柳
の
向
う
に
、

伊
河
の
悠
々
と
し
た
流
れ
が
、
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
の
が
印
象
的

で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
劉
景
龍
氏
は
、
第
一
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

後
、
そ
れ
ま
で
の
「
太�

和�

十�

七�

年�

景�

明�

三�

年�

」
と
目
し
て
き
た
自
説
（
８
）

を
撤
回
し
て
、
私
の
主
張
し
た
「
太�

和�

七�

年�

孫
秋
生
造
像
記
」
の
紀

年
を
認
め
て
い
る
（
９
）
。

注

（
１
）

龍
門
文
物
保
管
所
編
『
龍
門
石
窟
』（
一
九
八
〇
年
、
文
物
出
版

社
刊
）
四
頁
。

（
２
）

前
出
、
一
頁
。
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（
３
）

曹
植
撰
『
曹
子
建
集
』
巻
第
三
「
洛
神
賦
并
序
」（
中
華
民
國
七

十
一
年
刊
、
台
湾
中
華
書
局
）
十
二
頁
。

（
４
）
『
魏
書
』
巻
一
百
一
十
四
「
釋
老
志
」
十
第
二
十
（
中
華
書
局
刊
）

第
八
册
三
〇
四
三
頁
。

（
５
）

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』（
第
二
巻
）（
昭
和
三
十
五
年
初
版
、

大
修
館
書
店
刊
）
一
四
四
七
頁
。

（
６
）

譚
其
驤
主
編
『
中
國
歴
史
地
図
集
』
第
四
册
東
晋
十
六
國
、
南
北

朝
時
期
（
一
九
八
二
年
、
上
海
、
地
図
出
版
社
刊
）
四
六
―
四
七
頁
。

（
７
）

漢
班
固
撰
『
漢
書
』
巻
二
十
八
上
地
理
志
第
八
上
（
中
華
書
局

刊
）
第
六
册
一
五
五
六
頁
。

（
８
）

劉
景
龍
主
編
『
龍
門
二
十
品
―
北
魏
碑
刻
造
像
聚
珍
』（
一
九
九

七
年
、
中
國
大
百
科
全
書
出
版
社
刊
）
一
頁
。

（
９
）

劉
景
龍
『
龍
門
石
窟
開
鑿
年
代
研
究
』（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
、

北
京
・
外
文
出
版
社
刊
）
一
七
頁
。

二
、
古
陽
洞
正
壁
の
釈
迦
三
尊
像
に
見
ら
れ
る

〝
漢
風
〞

１

天
上
の
淨
土
を
表
わ
す
虚
空
空
間
の
表
現

古
陽
洞
の
洞
口
の
前
に
立
っ
て
、
思
わ
ず
嘆
声
を
上
げ
る
の
は
、

奥
壁
の
釈
迦
三
尊
像
の
見
上
げ
る
よ
う
な
高
さ
で
あ
る
が
、
こ
の
三

尊
の
梯
形
状
の
基
壇
と
台
座
と
の
異
常
な
高
さ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ

ま

の
釈
迦
本
尊
が
天�

上�

の�

淨�

土�

に
坐
し
ま
す
こ
と
を
示
す
虚�

空�

空�

間�

の�

表�

現�

を
演
出
し
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
本
尊
、
脇
侍
菩
薩
、
蹲

踞
す
る
獅
子
像
の
位
置
の
高
さ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
像
高
の
数
値
を
示

し
な
が
ら
、
先
ず
述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
と
い
う
の
も
虚�

空�

、
す
な
わ
ち
天�

上�

に
坐
す
釈
迦
本
尊
の
表

現
こ
そ
、
ま
さ
し
く
〝
漢
風
〞
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た

敬
天
思
想
は
、
道
教
、
儒
教
、
仏
教
を
問
わ
ず
、
漢
人
に
個
有
の
も

の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

私
が
、
古
陽
洞
の
洞
口
に
立
ち
、
奥
壁
正
面
い
っ
ぱ
い
に
表
さ
れ

た
釈
迦
三
尊
像
の
像
容
と
と
も
に
、
本
尊
の
台
座
の
異
様
な
ま
で
の

高
さ
に
瞠
目
し
た
と
き
に
、
私
は
か
つ
て
奈
良
県
に
あ
る
法
隆
寺
金

堂
の
釈
迦
本
尊
が
二�

段�

の�

高�

い�

台�

座�

の
上
に
坐
し
て
い
る
姿
を
、
金

も
こ
ろ

堂
の
外
側
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
裳
階
の
前
扉
を
開
け
て
も
ら
い
、
二
段

に
な
っ
た
基
壇
の
下
の
前
庭
に
あ
る
礼
拜
石
の
上
に
跪
い
て
、
は
る

か
に
仰
ぎ
見
た
と
き
の
こ
と
が
想
い
起
さ
れ
た
。
幽
暗
な
堂
内
の
な

か
で
、
本
尊
の
姿
は
虚
空
の
高
み
に
あ
っ
た
。

古
陽
洞
正
壁
の
釈
迦
本
尊
が
、
他
に
類
例
を
見
な
い
高
い
位
置
、

す
な
わ
ち
二
段
の
基
壇
と
梯
形
の
裳
縣
座
と
の
上
に
坐
し
て
い
る
の

も
、
も
と
よ
り
は
虚
空
の
淨
土
を
表
す
た
め
で
あ
る
が
、
一
九
三
六
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年
の
水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
両
氏
の
調
査
に
お
い
て
、
こ
の
本
尊
に

つ
い
て
、
見�

上�

げ�

る�

ほ�

ど�

の�

高�

さ�

に�

拜�

せ�

ら�

れ�

る�

、
と
述
べ
て
、
次

の
よ
う
に
実
測
値
（
１
）
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
後
壁
に
は
二
段
の
宝
壇
が
あ
り
、
手
前
の
も
の
は
現

高
七
五
セ
ン
チ
、
奥
行
一
メ
ー
ト
ル
七
〇
で
、
左
右
に
獅
子
を
彫
り

出
し
て
お
り
、
次
の
宝
壇
は
二
メ
ー
ト
ル
九
〇
の
高
さ
が
あ
り
、
一

メ
ー
ト
ル
九
〇
の
深
さ
で
、
そ
の
左
右
に
菩
薩
の
立
像
が
あ
り
、
中

央
に
本
尊
の
坐
像
が
あ
る
。
本
尊
の
台
座
は
な
お
一
メ
ー
ト
ル
二
〇

の
高
さ
が
あ
り
、
幅
は
四
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
旨
を
記
し
て
い
る
。
床

面
か
ら
本
尊
の
台
座
の
上
ま
で
の
数
値
を
合
せ
る
と
、
じ
つ
に
四

メ
ー
ト
ル
九
五
の
高
さ
で
あ
り
、
私
た
ち
の
平
均
的
な
身
長
の
約
三

倍
の
高
さ
に
な
る
。

さ
ら
に
台
座
の
上
の
本
尊
に
つ
い
て
は
、
龍
門
石
窟
研
究
院
の
李

文
生
氏
の
実
測
（
２
）
で
は
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
八
〇
、
肩
幅
二
メ
ー
ト
ル

四
〇
で
あ
り
、
床�

面�

か�

ら�

本�

尊�

の�

頭�

頂�

ま�

で�

は�

、
九�

メ�

ー�

ト�

ル�

八�

〇�

、

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
尊
を
覆
っ
て
い
る
背
後
の
挙
身

光
背
の
尖
端
は
（
口
絵
１
）
穹
窿
形
天
井
の
一
一
メ
ー
ト
ル
一
〇
の

窟
頂
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
洞
内
の
平
面
は
、
奥
壁
が
円
い
馬
蹄
形
状
の
長
方
形

で
、
奥
行
は
一
三
メ
ー
ト
ル
・
五
五
、
洞
口
の
幅
の
六
メ
ー
ト
ル
弱

に
対
し
て
、
奥
の
最
大
幅
は
六
メ
ー
ト
ル
・
九
〇
で
あ
る
が
、
そ
の

最
大
幅
の
場
所
に
当
る
の
は
、
獅
子
像
が
蹲
踞
し
て
い
る
最
初
の
基

壇
の
前
端
部
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
後
壁
ま
で
は
奥
行
三
メ
ー
ト

ル
・
六
〇
で
、
あ
た
か
も
舞
台
の
よ
う
に
半
円
形
の
平
面
を
呈
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
高
さ

〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
基
壇
の
左
側
に
蹲
踞
す
る
獅
子
像
の
胸
元
に

は
、
鍾
乳
洞
で
あ
っ
た
時
分
の
石
灰
岩
が
、
そ
の
ま
ま
殘
っ
て
お
り
、

両
脚
も
荒
削
り
の
ま
ま
で
あ
り
、
奥
壁
の
開
鑿
が
上
か
ら
下
へ
と
行

わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
床
面
か
ら
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
近
く
も
あ
る
台
座
の

上
に
、
あ
た
か
も
天
上
に
坐
す
か
の
よ
う
に
禪
定
印
を
結
ん
で
結
跏

趺
坐
し
て
い
る
釈
迦
本
尊
の
姿
に
、
私
は
虚
空
空
間
の
表
現
を
見
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
台
座
自
体
の
高
さ
は
も
と
よ
り
、
さ

ら
に
、
こ
の
異
常
な
ほ
ど
に
高
い
台
座
の
床
面
か
ら
、
台
座
上
の
本

尊
の
頭
頂
に
至
る
ま
で
、
見
事
な
垂
直
二
等
辺
三
角
形
が
形
成
さ
れ
、

天�

上�

へ�

の�

上�

昇�

性�

を
強
め
て
い
る
こ
と
も
、
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
窟
頂
に
そ
の
尖
端
が
達
し
て
い
る
挙
身
光
背
は
も
と

よ
り
、
裳
縣
座
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
台
座
の
上
方
の
左
隅
に
、
僅

か
な
が
ら
残
っ
て
い
る
外
方
に
拡
が
っ
て
い
る
平
行
衣
褶
線
も
、
そ

の
現
れ
で
あ
る
。
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こ
こ
で
も
私
は
、
ま
た
も
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像
に
見
ら
れ

た
、
裳
縣
座
の
裾
か
ら
そ
の
上
に
結
跏
趺
坐
し
て
い
る
右
手
施
無
畏

印
の
釈
迦
本
尊
の
頭
頂
に
至
る
、
端
正
な
垂
直
二
等
辺
三
角
形
の
も

つ
上�

昇�

性�

を
、
想
い
起
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
垂
直
三

角
形
の
も
つ
上
昇
性
が
最
も
良
く
天�

上�

へ�

の�

憧�

憬�

を
示
し
て
い
る
例

は
、
西
洋
中
世
に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
教
会
の
尖
塔
に
見
ら
れ
る
。

い
ま

さ
ら
に
、
こ
の
正
壁
の
釈
迦
三
尊
像
が
、
天
上
の
淨
土
に
在
す
こ

と
を
表
し
て
い
る
、
左
側
脇
侍
の
菩
薩
立
像
の
持
物
に
つ
い
て
も
、

私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

奥
壁
の
二
段
目
の
基
壇
の
上
に
は
、
本
尊
に
向
っ
て
、
左
右
に
脇

侍
菩
薩
像
⑨
が
素
足
で
覆
蓮
の
円
座
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
像
高
は
と
も
に
三
メ
ー
ト
ル
七
〇
で
蓮
華
の
宝
冠
を
戴
く
頭
部

は
本
尊
の
肩
の
高
さ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
両
菩
薩
像
の
手
に
は
、

じ
よ
う
び
よ
う

そ
れ
ぞ
れ
持
物
が
見
ら
れ
、
左
側
の
菩
薩
像
は
柄
の
長
い
浄

瓶
を
、

右
側
の
菩
薩
像
は
坐
仏
の
浮
彫
の
あ
る
宝
珠
形
を
逆
さ
に
し
た
も
の

を
右
手
に
持
っ
て
い
る
。
名
称
す
ら
不
明
の
右
の
菩
薩
像
の
持
物
に

つ
い
て
は
、
暫
く
お
く
と
し
て
、
左
の
菩
薩
像
の
左
手
の
長
頸
の
淨

瓶
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
私
は
、
漢
人
の
敬
天
思
想

と
深
く
関
り
の
あ
る
水�

瓶�

と
、
考
え
て
い
る
。

左
手
に
長
い
柄
の
つ
い
た
水
瓶
を
手
に
持
っ
て
い
る
菩
薩
立
像
と

い
う
と
、
直
ぐ
に
も
想
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
法
隆
寺
の
宝
蔵
殿
に

あ
る
百
済
観
音
菩
薩
立
像
で
で
る
が
、
南
朝
に
そ
の
祖
形
が
あ
る
と

推
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
木
彫
の
長
身
の
立
像
に
は
、
神
韻
漂
渺
と
し

た
趣
き
が
あ
り
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
虚
空
に
昇
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
を
私

た
ち
に
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
こ
の
菩

薩
像
の
背
後
に
立
っ
て
い
る
宝
珠
形
光
背
の
、
竹
棹
を
模
し
た
支
柱

の
基
部
に
は
、
天�

界�

を�

表�

わ�

す�

山�

岳�

文�

が
刻
ま
れ
て
い
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
菩
薩
像
の
手
に
持
っ
て
い
る
長
頸
の
水
瓶
は
何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
水
瓶
を
持
っ
た
菩
薩
像
の
最
古
の
例
は
、

私
の
知
る
限
り
で
は
、
甘
蕭
省
天
水
に
あ
る
麦
積
山
石
窟
の
第
七
八

挿図⑨ 古陽洞正壁左脇侍菩薩像の長
頸の持瓶（筆者撮影）

19



窟
の
正
壁
左
側
の
天
井
と
の
境
に
残
っ
て
い
た
、
北
魏
早
期
の
小
龕

内
の
塑
造
弥
勒
菩
薩
半
跏
思
惟
像
の
脇
侍
の
菩
薩
立
像
の
左
手
に
見

ら
れ
る
⑩
。
は
じ
め
て
麦
積
山
石
窟
を
訪
ね
た
の
は
、
一
九
八
五
年

三
月
末
の
こ
と
で
三
日
間
に
わ
た
っ
て
主
要
な
窟
を
調
査
し
た
。
第

七
八
窟
の
こ
の
小
龕
は
、
龕
内
の
半
跏
思
惟
像
と
と
も
に
著
し
く
前

傾
し
て
お
り
、
兜
率
天
か
ら
衆
生
を
済
度
す
べ
く
上
半
身
を
屈
し
て

い
る
弥
勒
菩
薩
像
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ

の
小
龕
と
対
照
に
正
壁
の
右
端
上
部
に
も
、
同
型
の
小
龕
が
あ
り
、

龕
内
に
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
と
脇
侍
の
菩
薩
立
像
が
見
ら
れ
た
が
、
こ

の
西
域
伝
来
の
交
脚
像
は
前
傾
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
脇
侍
像
の
手

に
水
瓶
は
な
か
っ
た
。
麦
積
山
石
窟
で
は
、
こ
の
七
八
窟
の
正
壁
左

端
上
部
の
小
龕
内
の
脇
侍
像
を
は
じ
め
、
北
魏
八
十
窟
左
壁
の
長
身

の
脇
侍
菩
薩
像
な
ど
数
多
く
の
水
瓶
を
も
つ
菩
薩
像
に
出
会
っ
た
。

な
ぜ
、
麦
積
山
石
窟
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
水
瓶
を
持
つ
菩
薩
立
像
が

数
多
く
見
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
天�

水�

と
い
う
地
名
と
、
麦
藁
を
高

く
積
ん
だ
形
状
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
の
あ
る
高
さ
一
二

五
メ
ー
ト
ル
の
山
の
断
崖
に
、
高
さ
八
五
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
幾
層
も

の
諸
石
窟
を
開
い
た
そ
の
敬
天
思
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
水
瓶

の
水
は
、
天�

水�

、
す
な
わ
ち
雨
水
で
あ
り
、
天�

か�

ら�

の�

甘�

露�

に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
〝
漢
風
〞
の
最
た
る
も
の
を
示
す
も

挿図⑩ 麦積山石窟と第七八窟正壁左壁最上層小龕内の持瓶の左脇侍菩薩像（筆
者撮影）
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の
と
い
え
よ
う
。
古
陽
洞
正
壁
の
釈
迦
本
尊
の
左
脇
侍
の
菩
薩
立
像

の
持
瓶
も
、
同
様
に
天�

水�

の
瓶
で
あ
り
、
在
天
の
釈
迦
如
来
の
属
性

（
ア
ッ
ト
リ
ビ
ー
ト
）
で
あ
る
慈�

悲�

を
表
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ

う
。

２

釈
迦
本
尊
の
顔
貌
と
着
衣
に
見
ら
れ
る

六
朝
的
表
現

古
陽
洞
が
、
久
し
く
老
君
洞
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
正
壁

の
本
尊
が
道
教
の
太
上
老
君
と
し
て
礼
拜
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る

が
、
そ
の
本
尊
の
顔
や
着
衣
、
さ
ら
に
は
台
座
や
基
壇
に
ま
で
、
厚

く
塗
ら
れ
て
い
た
道
教
風
の
加
飾
が
、
す
べ
て
洗
い
落
さ
れ
、
本
来

の
釈
迦
坐
像
の
姿
に
復
し
た
の
は
、
龍
門
石
窟
研
究
院
の
李
文
生
氏

の
現
地
に
お
け
る
説
明
で
は
、
一
九
五
六
年
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
以
前
の
太
上
老
君
像
が
ど
ん
な
容
貌
を
し
て
い
た
の
か
、
真
正

面
か
ら
撮
っ
た
写
真
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
の
見

た
限
り
で
は
、
ス
エ
ー
デ
ン
人
の
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ド
・
シ
レ
ー
ン
著

『
中
國
の
彫
刻
』
第
一
巻
（
３
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
一
九
一
八
年
四
月

撮
影
の
写
真
が
唯
一
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
顔
貌
の
み
は
、
シ
レ
ー
ン
に
先
立
つ
こ
と
十
二
年
、

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
十
二
月
に
塚
本
靖
と
と
も
龍
門
石
窟
を

訪
ね
た
平
子
鐸
嶺
に
よ
る
、
胸
部
よ
り
上
の
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
（
４
）
が
、

東
京
藝
術
大
学
附
属
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
老
君
像
の

ス
ケ
ッ
チ
や
、
老
君
洞
と
呼
ば
れ
て
い
た
当
時
の
古
陽
洞
内
の
塚
本

靖
、
関
野
貞
、
さ
ら
に
は
シ
ヤ
ヴ
ア
ン
ヌ
や
シ
レ
ー
ン
の
撮
っ
た
写

真
は
、
第
四
・
第
五
の
各
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
い
。

シ
レ
ー
ン
が
眞
正
面
か
ら
撮
影
し
た
老
君
像
の
写
真
、
並
び
に
平

子
の
ス
ケ
ッ
チ
と
、
現
在
の
正
壁
本
尊
の
釈
迦
坐
像
と
を
比
べ
て
、

顔
の
輪
郭
の
上
で
大
き
く
相
違
し
て
い
る
の
は
、
前
者
で
は
両
顎
が

角
張
っ
て
、
豊
頬
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
面
長
で
、
頬
の
引

も
締
っ
た
瓜
実
顔
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
頭
部
に
は
、
現
在
右

の
額
か
ら
頬
に
か
け
て
損
傷
が
見
ら
れ
る
が
、
頭
上
の
肉
髻
は
円
く

高
く
、
顔
面
の
鼻
梁
は
高
く
端
正
で
、
眉
は
鼻
へ
か
け
て
く
っ
き
り

と
円
弧
を
え
が
き
、
眼
は
鮎
の
よ
う
に
長
く
涼
し
げ
で
、
唇
に
は
微

笑
を
た
た
え
て
い
る
。

ま
た
、
禪
定
印
を
結
ん
で
、
台
座
の
上
に
結
跏
趺
坐
し
て
い
る
本

尊
の
両
肩
は
、
幅
の
広
い
撫
で
肩
で
、
法
衣
は
、
身
分
の
あ
る
漢
人

の
日
常
的
な
着
衣
で
あ
る
、
袖
の
広
い
服
を
着
て
幅
の
広
い
帶
を
締

め
る
褒�

衣�

博�

帯�

風�

の�

双�

領�

下�

垂�

（
大
衣
を
両
肩
に
か
け
て
襟
の
よ
う

に
前
に
垂
す
）
で
、
大
き
く
開
い
た
胸
元
か
ら
内
衣
の
帯
紐
が
長
く
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垂
れ
て
お
り
、
ま
た
結
跏
趺
坐
の
両
足
を
覆
っ
た
大
衣
の
裾
は
、
さ

ら
に
方
形
の
台
座
の
前
面
を
左
右
に
両
端
を
拡
げ
て
覆
う
、
い
わ
ゆ

る
裳
懸
座
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
裳
懸
座
の
上
の
本

尊
を
見
て
い
る
と
、
こ
こ
で
も
、
法
隆
寺
金
堂
の
裳
懸
座
に
坐
す
釈

迦
本
尊
と
の
相
似
が
、
容
易
に
想
い
起
さ
れ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
こ
う
し
た
古
陽
洞
正
壁
の
釈
迦
本
尊
の
相
貌
と

着
衣
を
仰
い
で
い
る
と
、
伝
顧
�
之
「
洛
神
賦
図
」（
北
京
故
宮
博

物
館
蔵
（
５
）
）
に
見
ら
れ
る
、
漢
魏
晋
の
在
り
し
日
の
洛
陽
の
貴
紳
た
ち

の
雅
品
の
あ
る
顔
立
ち
や
着
衣
を
、
あ
り
あ
り
と
瞼
に
蘇
ら
せ
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。〈
洛
神
賦
（
６
）
〉
は
、
三
國
魏
の
曹
植

ふ
く

の
詩
で
あ
り
、
洛
陽
を
流
れ
る
洛
水
の
ほ
と
り
で
、
河
神
綉
妃
に
出

会
い
、
恍
惚
と
し
て
そ
の
夢
見
る
よ
う
な
光
景
と
女
神
へ
の
恋
情
を

歌
い
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
洛
神
賦
図
」
に
は
、
虚
空
へ
消

え
去
っ
て
い
く
窈
窕
た
る
河
神
を
見
守
る
曹
植
と
侍
女
た
ち
の
姿
が

表
さ
れ
て
い
る
⑪
。
そ
の
曹
植
の
気
品
の
あ
る
面
長
の
顔
立
ち
や
、

優
雅
な
褒
衣
博
帯
と
を
、
私
は
眼
前
の
釈
迦
本
尊
の
上
に
重
ね
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
曹
植
の
「
洛

あ
と

神
賦
」
の
序
詞
に
は
伊�

闕�

を
背
に
し
て
、
洛
水
へ
向
う
情
景
が
記
さ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
着
衣
の
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
衣
の
両
肩
・
両
腕

挿図⑪ 伝顧�之「洛神賦図」左図〈虚空に去る河神綉妃〉と、右図〈綉妃を見
守る曹植と侍女たち〉（北京・故宮博物館蔵）
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か
ら
下
方
へ
流
れ
る
平
行
衣
褶
線
と
、
裳
懸
座
の
左
脇
に
辛
う
じ
て

損
傷
を
ま
ぬ
が
れ
た
、
大
衣
の
裾
の
外
側
に
跳
ね
た
平
行
衣
褶
線
の
、

細
く
て
長
い
線
条
の
水
の
流
れ
の
よ
う
な
美
し
さ
は
、
前
に
述
べ
た

「
洛
神
賦
図
」
の
虚
空
に
翻
え
る
河
神
の
飄
帯
（
天
衣
）
や
、
曹
植

の
侍
女
た
ち
の
下
裳
の
衣
褶
を
想
い
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
さ

し
く
六
朝
藝
術
な
ら
で
は
の
雅
品
の
あ
る
表
現
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
本
尊
の
顔
立
ち
や
大
衣
の
衣
褶
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
な

表
現
美
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
本
尊
の
左
右
の
菩
薩
立
像
に
も
見

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
両
菩
薩
像
の
下
裳
の
腰
か
ら

足
許
へ
流
れ
る
、
外
側
へ
大
き
く
広
が
っ
て
行
く
平
行
衣
褶
線
に
典

型
的
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
顔
立
ち
は
面
長
で
は
あ
る
が
、
本
尊

に
比
べ
て
膨
ら
み
が
あ
る
の
は
、
彩
色
の
た
め
に
何
度
も
塗
り
重
ね

た
白
土
の
厚
み
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
眼
鼻
立
ち

が
明
瞭
で
気
品
が
あ
り
、
口
唇
の
角
に
窪
み
に
よ
っ
て
微
笑
が
漂
い
、

ま
た
耳
朶
が
長
大
な
の
も
、
本
尊
と
同
様
で
あ
る
。
や
は
り
本
尊
同

様
〝
漢
風
〞
を
示
す
も
の
と
言
い
え
よ
う
。
胸
部
が
平
ら
で
、
腹
部

が
膨
ら
ん
で
い
る
の
は
、
漢
代
の
女
人
俑
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
篤
信
に
し
て
、
ま
た
漢
風
を
讃
仰
す
る
こ
と
久
し
か

っ
た
孝
文
帝
は
、
太
和
十
七
年
（
四
九
三
）
の
洛
陽
遷
都
の
七
年
前
、

北
魏
の
首
都
平
城
に
お
い
て
、
漢
人
の
習
俗
に
倣
っ
て
、
胡
服
か
ら

漢
服
へ
と
服
制
の
改
革
を
断
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
魏
書
』
高こん

祖
紀
（
７
）
に
は
、
太
和
十
年
（
四
八
三
）
の
正
月
の
朔
に
、
帝
始
め
て
袞

べ
ん冕
を
服
し
、
朝
に
萬
國
を
饗
す
、
と
あ
り
、
続
い
て
夏
四
月
の
朔
に
、

始
め
て
五
等
の
公
服
を
制
す
、
甲
子
、
帝
初
め
て
法
服
を
以
て
輦
を

御
し
、
西
郊
に
祀
る
、
旨
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
袞�

冕�

と
は
、
天

子
の
礼
服
と
儀
礼
用
の
冠
を
さ
し
て
い
る
が
、
袞
に
は
天
子
の
象
徴

で
あ
る
龍
の
刺
繍
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
服
制
改
革
は
、
早
速
に
も
当
時
靈
厳
寺
石
窟
と
呼
ば
れ

た
雲
岡
石
窟
に
も
反
映
し
、
雲
岡
第
五
、
第
六
窟
の
釈
迦
如
来
像
の

服
装
は
、
こ
れ
ま
で
の
胡
服
か
ら
漢
服
と
な
り
、
釈
迦
如
来
像
の
服

装
は
、
褒
衣
博
帯
式
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
、
こ
こ
で
指
摘
し

て
お
き
た
い
の
は
、
服
制
こ
そ
〝
漢
風
〞
へ
と
大
き
な
変
化
を
見
せ

は
し
た
も
の
の
、
釈
迦
如
来
像
の
顔
立
ち
は
、
第
六
窟
東
壁
上
層
南

側
の
釈
迦
如
来
立
像
（
８
）
、
あ
る
い
は
南
壁
中
層
中
央
の
釈
迦
坐
像
な
ど

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
そ
の
顔
立
ち
は
面
高

で
豊
満
な
円
顔
を
し
て
お
り
、
頭
上
の
肉
髻
の
多
く
は
渦
巻
形
で
、

な
お
〝
胡
風
〞
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
着
衣
に
し
て
も
、

大
衣
の
裾
は
左
右
に
大
き
く
拡
が
り
、
豪
放
で
あ
り
、
漢�

風�

の
穏
か

な
優
雅
繊
細
さ
を
欠
く
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
の
釈
迦
坐
像
は
、
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古
陽
洞
正
壁
の
釈
迦
坐
像
に
見
ら
れ
る
〝
漢
風
〞
と
比
較
す
る
と
き
、

た
と
え
服
制
の
上
で
も
、
坐
法
の
上
で
も
模
倣
に
よ
る
共
通
性
が
見

出
さ
れ
る
と
は
い
え
、
顔
貌
表
現
の
上
に
は
、
尚
も
曇
曜
五
窟
の
本

尊
の
上
に
見
ら
れ
た
〝
胡
風
〞
が
依
然
し
て
明
白
に
保
た
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

古
陽
洞
の
洞
口
に
立
つ
と
き
、
と
り
わ
け
洞
内
い
っ
ぱ
い
に
朝
陽

が
射
し
込
む
な
か
で
は
、
奥
壁
正
面
の
高
い
台
座
の
上
に
坐
し
て
い

る
釈
迦
本
尊
が
、
私
た
ち
の
直
ぐ
眼
前
に
巨
大
な
全
貌
を
現
す
。
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
龍
門
石
窟
研
究
者
の
多
く
が
、
こ
の
正

壁
の
本
尊
の
存
在
を
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
洞
の
主
尊
の
造

像
が
、
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
後
に
競
っ
て
造
ら
れ
た
左
右
側
壁
や
そ

の
上
層
の
穹
窿
天
井
の
大
小
無
数
の
龕
よ
り
も
、
年
代
が
遅
れ
る
と

い
う
見
方
を
し
て
き
た
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
か
。「
太
和
七
年
孫

秋
生
造
像
記
」
と
い
う
れ
っ
き
と
し
た
正
壁
釈
迦
三
尊
の
碑
銘
が
、

こ
の
本
尊
の
右
脇
侍
菩
薩
像
よ
り
わ�

ず�

か�

五�

メ�

ー�

ト�

ル�

ほ�

ど�

し�

か�

離�

れ�

て�

い�

な�

い�

左
側
壁
中
央
に
、
床
上
か
ら
肉
眼
で
も
読
み
と
れ
る
ほ

ど
、
明�

瞭�

且
つ
整�

然�

と
銘
刻
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
で
あ
る
。
こ

の
天
然
の
石
灰
洞
が
開
鑿
さ
れ
た
際
に
、
左
右
側
壁
の
み
が
削
平
さ

れ
、
計
画
的
な
造
龕
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
奥
壁
の
造
像
だ
け
が
後
あ

と
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
常
識
の
上
か
ら
も
考
え

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

注

（
１
）

前
出
、
水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
『
龍
門
石
窟
の
研
究
』
八
九
頁
。

（
２
）

李
文
生
「
龍
門
石
窟
北
朝
主
要
洞
窟
総
敍
」
古
陽
洞
（
龍
門
文
物

保
管
所
・
北
京
大
学
考
古
系
編
『
中
國
石
窟
・
龍
門
石
窟
』
一
（
一

九
八
七
年
、
平
凡
社
刊
）
二
八
〇
頁
。

（
３
）O

svald
Sirén

;C
H

IN
E

SE
SC

U
LPT

U
R

E
,

volum
e1

(1925,
London)

pl.75.

（
４
）

平
子
鐸
嶺
『
長
安
洛
陽
仏
蹟
探
檢
手
記
』（
一
九
〇
六
年
）
東
京

藝
術
大
学
附
属
図
書
館
貴
重
図
書
室
蔵
、
二
〇
〇
四
年
五
月
十
日
閲

覧

（
５
）

伝
顧
�
之
「
洛
神
賦
図
」
北
京
・
故
宮
博
物
館
蔵
（『
中
國
の
美

術
』
Ⅱ
一
九
七
八
年
刊
講
談
社
）
２

（
６
）

曹
植
撰
「
洛
神
賦
并
序
」（『
曹
子
建
集
』
巻
第
三
、
中
華
民
國
七

十
一
年
、
台
湾
中
華
書
局
刊
）

（
７
）
『
魏
書
』
高
祖
紀
第
七
下
（
一
九
七
四
年
、
北
京
中
華
書
局
刊
）

第
一
冊
一
六
一
頁
。

（
８
）

雲
岡
石
窟
文
物
保
管
所
編
『
中
國
石
窟
雲
岡
石
窟
』
一
（
一
九
八

九
年
平
凡
社
刊
）
一
一
五
図
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三
、
孝
文
帝
洛
陽
遷
都
後
に
開
発
さ
れ
た
古
陽

洞
両
側
壁
に
見
ら
れ
る
�
胡
風
�
と
、〝
漢
化

さ
れ
た
胡
風
〞

１

雲
岡
石
窟
に
倣
っ
た
側
壁
の
建
築
的
構
成
と
、

第
三
層
列
龕
内
の
釈
迦
三
尊
像

古
陽
洞
の
洞
内
を
歩
み
な
が
ら
、
感
嘆
に
堪
え
な
い
の
は
、
左
右

側
壁
の
三
層
か
ら
な
る
整
然
と
し
た
建
築
的
構
成
で
あ
る
。
そ
の
最

た
る
も
の
は
、
第
三
、
第
二
両
層
の
南
北
側
壁
に
見
ら
れ
る
四
つ
の

列
龕
で
あ
る
。
第
三
層
は
、
正
壁
に
最
も
近
い
第
一
龕
の
み
が
、
正

壁
本
尊
に
倣
っ
て
〝
漢
風
〞
を
と
ど
め
て
い
る
以
外
は
、
北
壁
の
三

龕
、
南
壁
の
四
龕
と
も
い
ず
れ
も
脇
侍
を
伴
う
〝
胡
風
〞
の
釈
迦
坐

像
で
あ
る
が
、
そ
の
下
の
第
二
層
は
第
三
層
よ
り
年
代
が
下
り
、
南

壁
の
一
龕
の
み
二
仏
竝
坐
像
で
あ
る
以
外
は
、
す
べ
て
弥
勒
菩
薩
交

脚
像
で
あ
る
。〝
漢
風
化
〞
が
著
し
い
。
こ
う
し
た
第
三
層
、
第
二

層
に
見
ら
れ
る
整
然
と
し
た
見
事
な
高
層
建
築
的
構
成
は
、
一
見
し

て
雲
岡
石
窟
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
っ
た
。

は
じ
め
て
雲
岡
石
窟
を
訪
ね
た
の
は
、
一
九
七
八
年
、
次
い
で
八

二
年
で
あ
る
が
、
今
度
、
龍
門
石
窟
研
究
院
で
行
わ
れ
た
二
〇
〇
四

年
四
月
二
日
の
第
二
回
の
中
日
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
先
立
っ
て
、

私
は
三
月
末
に
久
々
に
雲
岡
石
窟
を
訪
ね
た
。
第
十
一
窟
の
拱
門
か

ら
入
っ
て
直
ぐ
の
東
壁
南
端
の
�
か
上
層
に
、
古
陽
洞
の
「
孫
秋
生

造
像
記
」
と
同
じ
く
太
和
七
年
（
四
八
三
）
の
紀
年
を
も
つ
「
邑
師

法
宗
造
像
記
（
１
）
」（
水
野
・
長
廣
著
『
雲
岡
石
窟
』
で
は
「
太
和
七
年

龕
造
佛
記
」
七
六
頁
前
出
）
⑫
が
あ
る
の
で
、
両
者
の
碑
銘
や
字
体

を
比
較
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
現
在
は
非
公
開
の
窟
で
あ
る
が
、
幸

挿図⑫ 雲岡石窟第十一窟東壁南端の
造龕と「太和七年造像記」（筆者撮影）
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い
に
も
雲
岡
石
窟
研
究
所
の
黄
継
忠
副
所
長
の
厚
意
で
、
窟
内
に
入

る
こ
と
で
き
た
。

第
十
一
窟
は
、
典
型
的
な
中
心
塔
式
で
、
塔
の
正
面
に
は
巨
大
な

釈
迦
像
が
立
ち
、
窟
の
周
壁
に
は
幾
層
も
の
大
小
の
列
龕
が
並
ん
で

い
た
。
門
口
と
塔
と
の
間
か
ら
東
壁
の
東
南
隅
を
見
上
げ
る
と
、
目

当
て
の
「
邑
師
法
宗
造
像
記
」
は
、
床
面
か
ら
数
え
て
五
層
目
と
六

層
目
の
列
龕
の
間
に
あ
っ
た
。
双
眼
鏡
を
使
っ
て
よ
う
や
く
こ
の
横

額
状
の
造
像
記
の
文
体
も
字
体
を
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
じ

太
和
七
年
の
紀
年
を
有
す
る
と
は
い
え
、
古
陽
洞
の
「
孫
秋
生
造
像

記
」
と
大
き
く
相
違
す
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け

字
体
が
方�

筆�

で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
造
像
記
に
は
、
邑
義
信
女
等
五
十
四
名
が
、
石

廟
形
像
九
十
五
区
及
び
諸
菩
薩
を
敬
造
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
銘
記
ど
お
り
に
、
さ
ら
に
こ
の
造
像
記
の
上
の
壁

面
に
は
、
天
井
に
達
す
る
第
四
層
に
説
法
印
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の

龕
、
第
三
層
に
は
禪
定
印
と
説
説
印
と
の
二
つ
の
釈
迦
坐
像
龕
が
竝

び
、
第
二
層
に
は
釈
迦
・
多
宝
二
仏
竝
坐
龕
、
そ
し
て
造
像
記
の
直

ぐ
上
の
第
一
層
に
は
、
胡
坐
の
文
珠
・
勢
至
・
観
音
三
菩
薩
像
と
い

う
よ
う
に
、
整�

然�

と�

し�

た�

建�

築�

的�

構�

成�

が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

さ
し
く
第
十
一
窟
の
周
壁
に
見
ら
れ
る
建
築
的
構
成
こ
そ
は
、
雲
岡

石
窟
の
最
た
る
特
徴
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
雲
岡
石
窟
に
見
ら
れ
る
重
層
の
建
築
的
構
成
に
倣
っ
て
、

古
陽
洞
内
の
南
北
側
壁
の
第
三
・
第
二
・
第
一
層
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、

整
然
と
四
つ
の
列
龕
が
開
発
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
察

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
ず
第
三
層
の
四
つ
の
列
龕
か
ら
開
発
が
始

ま
っ
た
こ
と
は
、
洞
口
に
最
も
近
い
北
壁
第
三
層
の
、
奥
壁
か
ら
数

え
て
第
四
番
目
の
釈
迦
坐
像
の
列
龕
の
右
側
に
あ
る
、
�
首
に
〈
始

平
公
一
区
〉
と
い
う
題
額
の
あ
る
碑
形
に
刻
ら
れ
た
「
太
和
二
十
二

年
比
丘
慧
成
造
像
記
（
２
）
」
に
、
國�

の�

為�

に�

石�

窟�

寺�

を�

造�

り�

、
皇�

恩�

に�

答�

え�

ん�

と�

す�

、
と
い
う
旨
の
前
文
が
あ
り
、
続
い
て
持
持
節
、
光
禄
太

え
ん
ぜ
ん

夫
、
洛
州
刺
史
を
歴
任
し
た
父
の
始
平
公
が
、
奄
焉
（
突
如
）
と
し

て
薨
じ
た
の
で
、
遂�

に�

亡�

父�

の�

為�

に�

石�

像�

一�

区�

を�

造�

る�

、
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

思
う
に
、
造
像
者
の
比
丘
慧
成
は
、
亡
父
始
平
公
が
孝
文
帝
の
信

望
の
篤
い
名
門
貴
族
の
出
身
で
あ
り
、
ま
た
晩
年
は
洛
州
刺
史
、
す

な
わ
ち
洛
陽
に
州
治
の
あ
っ
た
司
州
の
南
西
に
位
置
す
る
洛
州
の
長

官
で
あ
り
、
洛
水
の
上
流
に
あ
る
こ
の
一
帯
は
、
南
朝
斉
の
雍
州
南

陽
郡
と
隣
接
し
て
い
た
の
で
、
古
陽
洞
に
お
い
て
太
和
七
年
に
完
成

し
た
正
壁
の
釈
迦
三
尊
像
の
漢
魏
晋
を
継
承
す
る
六
朝
的
性
格
に
つ

い
て
も
、
ま
た
そ
の
後
の
洞
内
の
状
況
に
つ
い
て
も
よ
く
知
っ
て
い
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た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

比
丘
慧
成
は
、
古
陽
洞
の
左
右
側
壁
が
削
平
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る

こ
と
を
奇
貨
と
し
て
、
側
壁
を
三
層
に
分
け
、
各
層
に
そ
れ
ぞ
れ
整

然
と
四
大
列
龕
を
配
し
、
第
三
層
の
列
龕
に
は
釈
迦
坐
像
を
、
第
二

層
に
は
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
を
造
像
す
る
、
と
い
う
計
画
を
立
て
、
そ

れ
を
第
三
層
北
壁
の
列
龕
か
ら
第
二
層
の
列
龕
へ
と
計
画
的
に
、
身

分
の
高
い
寄
進
者
に
分
譲
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
い
わ
ば
見
本
が
、

洞
口
に
最
も
近
い
比
丘
慧
成
自
身
に
よ
る
造
龕
で
あ
り
、
そ
の
左
に

造
像
記
を
刻
し
た
方�

筆�

の
碑
銘
が
、
洞
口
か
ら
直
ぐ
見
え
る
位
置
に

あ
る
が
、
あ
た
か
も
南
壁
中
央
の
「
太
和
七
年
孫
秋
生
造
像
記
」
に

対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
龍
門
碑
銘
中
唯
一
と
も
言
え
る
陽�

刻�

で
表

さ
れ
て
お
り
、
外
光
を
受
け
て
、
す
こ
ぶ
る
目
立
っ
た
こ
と
と
思
わ

れ
る
。「
孫
秋
生
造
像
記
」
同
様
に
、
銘
文
の
末
尾
に
は
、
書
と
文

の
担
当
者
名
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
側
壁
第
三
層
列
龕
の
釈
迦
三
尊
像
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
北

壁
の
第
一
龕
（
３
）
の
み
が
、
正
壁
の
釈
迦
三
尊
像
に
倣
っ
て
、
褒
衣
博
帯

風
の
双
領
下
垂
の
大
衣
を
着
し
て
、
禪
定
印
を
し
て
裳
懸
座
の
上
に

結
跏
趺
坐
す
る
本
尊
の
左
右
に
脇
侍
の
菩
薩
が
立
ち
、
左
右
下
方
に

獅
子
が
蹲
踞
し
て
い
る
以
外
は
、
他
の
七
つ
の
列
龕
内
の
釈
迦
坐
像

は
、
い
ず
れ
も
偏
袒
右
肩
の
大
衣
を
ま
と
い
、
禪
定
印
で
龕
の
幅
い

っ
ぱ
い
の
低
い
台
座
の
上
に
結
跏
趺
坐
し
、
同
じ
台
座
上
の
左
右
に

脇
侍
の
菩
薩
が
侍
立
し
、
台
座
の
前
面
に
は
供
養
台
の
左
右
に
供
養

者
た
ち
が
立
ち
並
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
第
三
層
列
龕
の
偏
袒
右
肩
の
大
衣
ま
と
っ
た
釈
迦
坐
像

の
顔
貌
と
体
躯
⑬
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今
日
こ
れ
ら
の
列
龕
の
尊

挿図⑬ 古陽洞北壁第三層列龕の“胡風”の釈迦坐像
（E．シャヴァンヌ図版 No．３７６）
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像
の
顔
は
ほ
と
ん
ど
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
に
北
壁
第
二
龕
の

楊
大
眼
造
像
の
釈
迦
三
尊
像
に
の
み
顔
の
半
面
が
殘
っ
て
い
る
ば
か

り
で
あ
る
。
破
壊
さ
れ
る
以
前
の
顔
貌
は
、
幸
い
一
九
〇
七
年
に

Ｅ
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
調
査
の
際
に
撮
っ
た
写
真
に
は
っ
き
り
写
っ

て
い
る
。
頭
髪
の
渦
巻
文
と
微
笑
を
た
た
え
た
面
高
の
顔
立
ち
に
、

ま
た
体
つ
き
も
、
肩
幅
も
胸
も
広
く
厚
く
、
両
腕
と
の
間
が
大
き
く

開
い
て
、
雲
岡
石
窟
以
来
の
〝
胡
風
〞
は
、
依
然
と
し
て
継
承
さ
れ

て
お
り
、
正
壁
釈
迦
三
尊
像
に
み
な
ぎ
る
〝
漢
風
〞
と
の
相
違
は
、

な
お
も
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

２

孝
文
帝
洛
陽
遷
都
以
前
の
穹
窿
形
天
井
側
面
の

弥
勒
菩
薩
交
脚
像
に
見
ら
れ
る
�
胡
風
�

―
―
見
落
さ
れ
て
き
た
円
形
の
蓋
付
き
持
瓶
―
―

古
陽
洞
南
北
側
壁
の
第
二
層
の
列
龕
は
、
南
壁
第
二
龕
の
み
が
、

『
法
華
経
』
の
見
宝
塔
品
に
依
據
し
た
釈
迦
・
多
宝
二
仏
竝
坐
龕
で

あ
る
以
外
は
、
他
の
七
つ
の
列
龕
内
は
、
い
ず
れ
も
前
述
し
た
雲
岡

石
窟
第
十
一
窟
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
た
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
で
あ
り
、

足
許
に
獅
子
が
蹲
踞
し
、
左
右
に
脇
侍
の
菩
薩
立
像
が
侍
立
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
第
二
層
の
列
龕
は
、
第
三
層
の
釈
迦
三
尊
の
列
龕
が

完
成
し
た
後
で
あ
る
こ
と
は
、
著
し
く
〝
漢
風
化
〞
さ
れ
た
そ
の
像

容
か
ら
も
容
易
に
推
察
さ
れ
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
じ
つ
は
こ
の
古
陽
洞
で
は
、
太
和
十
七
年
（
四
九

三
）
の
孝
文
帝
洛
陽
遷
都
後
、
比
丘
慧
成
等
に
よ
っ
て
洞
内
側
壁
の

整
備
が
始
ま
る
以
前
に
、
洞
口
に
近
い
穹
窿
形
天
井
の
北
側
面
に
、

雲
岡
石
窟
に
倣
っ
た
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
造
龕
が
、
す
で
に
着
工
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
北
壁
第
三
層
の
第
三
列
龕
の
直
ぐ

上
の
穹
窿
天
井
の
側
面
に
、「
太
和
十
九
年
長
樂
王
丘
穆
陵
亮
夫
人

尉
遲
造
像
記
（
４
）
」
の
碑
銘
を
伴
っ
た
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
華
麗
な
龕
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ば
く

碑
銘
に
あ
る
丘
穆
陵
亮
（
５
）
に
つ
い
て
は
『
魏
書
』
高
祖
紀
の
太
和
十

七
年
十
月
の
条
に
、
ま
た
一
族
の
伝
記
は
同
じ
く
『
魏
書
』
列
伝

「
穆
崇
」
に
詳
し
い
が
、
孝
文
帝
の
信
望
篤
く
、
始
め
て
司
州
が
置

か
れ
る
や
司
州
大
中
正
と
な
り
、
洛
陽
に
駐
留
し
た
。
南
伐
を
中
止

う
つ
ち

さ
せ
、
洛
陽
遷
都
を
促
し
た
の
も
穆
亮
で
あ
っ
た
。
尉
遲
は
そ
の
夫

ぎ
ゆ
う

人
で
あ
る
が
、
亡
息
牛

け
つ

の
為
に
、
弥
勒
像
一
区
造
っ
た
の
で
あ

る
。
太
和
十
九
年
十
一
月
に
完
成
し
て
い
る
の
で
、
着
工
は
、
孝
文

帝
の
洛
陽
遷
都
以
前
と
み
て
よ
い
。
龕
側
に
胡�

服�

の�

供�

養�

者�

が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
え
よ
う
。
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
後
は
、

胡
服
・
胡
語
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

28



遙
か
に
兜
率
天
宮
の
弥
勒
菩
薩
を
想
い
、
穹
窿
天
井
の
側
面
に
彫

ら
れ
た
こ
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
は
、
顔
面
は
破
壤
さ
れ
て
い
る
が
、

体
躯
は
胸
部
が
広
く
逞
ま
し
く
、
胸
に
は
瓔
落
を
か
け
、
左
肩
か
ら

右
膝
へ
天
衣
を
垂
し
、
下
裳
の
衣
褶
線
も
強
勒
で
生
動
感
が
あ
り
、

雲
岡
石
窟
の
〝
胡
風
〞
を
と
ど
め
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
穹
窿
形
天
井
の
北
下
層
に
は
、
太
和
十
九
年
に
完
成

し
た
尉
遲
に
よ
る
弥
勒
像
龕
の
直
ぐ
上
に
も
、「
太
和
二
十
二
年
北

海
王
元
詳
造
像
記
（
６
）
」
の
碑
銘
を
も
つ
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
が
見
ら
れ
る
。

北
海
王
元
詳
は
孝
文
帝
の
実
弟
で
あ
る
が
、
銘
記
に
よ
れ
ば
、
孝
文

帝
の
南
伐
の
征
旅
に
加
わ
り
、
太
和
十
八
年
十
二
月
一
日
に
伊
闕
で

母
の
太
妃
と
別
れ
る
際
に
、
こ
の
母
と
子
と
の
平
安
を
祈
っ
て
、
弥

勒
像
一
区
の
造
像
を
発
願
し
た
と
こ
ろ
、
太
和
廿
二
年
九
月
廿
三
日

に
至
っ
て
完
成
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
発
願
か
ら
完
成
ま
で
の

三
年
九
ヶ
月
の
期
間
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
先
述
の
尉

遲
造
像
の
開
始
年
と
考
え
る
上
で
も
す
こ
ぶ
る
貴
重
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
元
詳
造
像
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
を
注
意
深
く
観

察
す
る
と
、
左
膝
に
下
し
た
左
手
の
指
先
き
の
間
に
、
円
い
小
型
の

瓶
ら
し
き
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
⑭
、
こ
う
し
た
持
瓶
は
、

側
壁
第
二
層
の
北
壁
第
三
龕
や
南
壁
第
一
龕
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
な

ど
に
も
、
器
形
に
相
違
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
や
は
り
明
瞭
に
看
取

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
古�

陽�

洞�

内�

の�

弥�

勒�

菩�

薩�

交�

脚�

像�

の�

持�

瓶�

に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
気
が
付
か
れ
ず
に
き
た
が
、
そ
の
先
蹤
は
す

で
に
雲
岡
石
窟
に
あ
り
、
西
方
か
ら
の
流
沙
の
道
を
た
ど
っ
て
東
漸

し
た
�
胡
風
�
す
な
わ
ち
胡
族
文
化
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

雲
岡
石
窟
で
は
、
前
述
し
た
第
十
一
窟
の
「
太
和
七
年
邑
師
法
宗

造
像
記
」
の
題

記
の
あ
っ
た
同

じ
東
壁
の
第
三

層
中
央
の
龕
内

に
も
、
ま
た
南

壁
第
二
層
に
も
、

西
壁
第
一
層
に

も
、
右
手
を
胸

元
に
挙
げ
、
左

膝
の
上
に
置
い

た
左
手
の
指
先

で
、
柘
榴
の
よ

う
な
形
を
し
た

丸
い
小
瓶
を
持

挿図⑭ 古陽洞「太和二十二年元詳造像記」龕の持瓶の
弥勒菩薩交脚像〈左手指先に注意〉（劉景龍氏撮影）
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っ
て
い
る
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
（
７
）
が
見
ら
れ
る
⑮
。
瓶
は
傾
い
て
お
り
、

親
指
で
蓋
が
押
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
う
し
た
持
瓶
は
、
さ
ら
に
第
十

七
窟
東
壁
の
明
窓
に
彫
ら
れ
た
、「
太
和
十
三
年
比
丘
邑
惠
定
造
像

記
」
を
も
っ
た
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
（
８
）
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
第
十
六
洞

門
口
上
の
釈
迦
坐
像
龕
を
左
右
に
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
龕
を
配
し
た
そ

の
左
の
像
（
９
）

に
も
持
瓶
が
見
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
雲
岡
石
窟
に
お
い
て
は
、
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
手
相

タ
イ
プ

は
一
様
で
は
な
く
、
右
手
を
胸
元
で
合
掌
な
い
し
両
掌
を
い
だ
く
型
、

右
手
を
胸
に
挙
げ
、
左
手
を
腹
部
に
当
て
る
型
、
右
手
を
胸
に
挙
げ
、

左
手
を
左
膝
に
当
て
る
型
な
ど
、
す
こ
ぶ
る
多
様
な
こ
と
も
あ
っ
て
、

左
手
の
指
先
き
で
円
形
の
小
瓶
を
つ
ま
む
持�

瓶�

の
型
は
、
と
く
に
注

意
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
か
ら
四
五
年

ま
で
八
年
間
に
わ
た
る
雲
岡
石
窟
調
査
の
、
莫
大
か
つ
精
密
な
報
告

書
で
あ
る
水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
著
『
雲
岡
石
窟
』（
全
十
五
巻
）

第
八
巻
（
９
）
に
は
、
第
十
一
窟
の
本
文
と
図
版
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
図

版
に
は
南
壁
第
二
層
の
持
瓶
の
弥
勒
交
脚
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
が

ら
、
持
瓶
に
は
ま
っ
た
く
気
付
い
て
い
な
い
。
ま
た
本
文
の
序
章
に

は
「
雲
岡
図
像
学
」
と
題
し
て
、
仏
、
菩
薩
、
莊
厳
、
讃
仰
の
大
衆
、

の
四
部
か
ら
な
る
図
像
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
弥
勒
菩
薩
に
関

し
て
は
、
雲
岡
に
お
け
る
独
尊
の
菩
薩
は
交
脚
菩
薩
に
か
ぎ
ら
れ
る

と
述
べ
、
印
相
に
つ
い
て
も
、
右
手
を
あ
げ
、
左
手
を
膝
に
お
い
て

い
る
、
と
の
み
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

雲
岡
石
窟
に
お
け
る
持
瓶
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
に
つ
い
て
は
、
よ

う
や
く
一
九
九
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
雲
岡
石
窟
文
物
保
管
所
編
『
中

國
石
窟
雲
岡
石
窟
』
第
二
巻
に
お
い
て
、
所
員
の
張
宏
斌
氏
が
巻
末

の
図
版
解
説
（
１０
）

の
中
で
、
第
十
一
窟
の
西
壁
第
一
層
南
側
の
弥
勒
菩
薩

交
脚
像
に
つ
い
て
、
右
手
は
胸
前
に
挙
げ
左
手
は
宝�

瓶�

を
と
っ
て
膝

上
に
置
く
、
と
記
し
、
ま
た
第
十
三
窟
東
壁
第
三
層
中
央
の
同
像
に

つ
い
て
も
、
右
手
は
胸
前
に
挙
げ
左
手
は
淨�

瓶�

を
執
っ
て
膝
上
に
置

く
、
と
述
べ
て
い
る
。
中
村
元
著
『
佛
教
語
大
辞
典
（
１１
）
』
に
よ
れ
ば
、

挿図⑮ 雲岡石窟第十一窟東壁の持瓶
の弥勒菩薩交脚像（筆者撮影）
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宝
瓶
に
つ
い
て
は
、
貴
重
な
水
瓶
、
淨
瓶
に
つ
い
て
も
、
淨
水
瓶
の

こ
と
で
、
手
を
洗
う
た
め
に
用
い
る
、
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
か
り

に
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
持
瓶
が
、
水
瓶
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
柘
榴
に
似
た
円
形
の
小
瓶
は
、
脇
侍
の
菩
薩
立
像
が
手
に
持
っ
て

い
る
長
頸
の
水
瓶
と
は
明
ら
か
に
器
形
を
異
に
し
て
お
り
、
瓶
の
持

ち
方
も
、
瓶
が
傾
い
て
い
る
の
で
指
で
瓶
の
蓋
を
抑
え
て
い
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
古
陽
洞
の
穹
窿
天
井
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
に
ま

で
見
ら
れ
た
円
形
の
小
瓶
は
、
一
体
何
を
入
れ
た
容
器
で
あ
り
、
何

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
像
誕
生
地
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ま
で

遡
っ
て
、
西
方
文
化
、
す
な
わ
ち
〝
胡
風
〞
の
象
徴
と
い
う
べ
き
弥

勒
菩
薩
交
脚
像
の
持�

瓶�

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

３

ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
け
る
香
油
瓶
を
持
っ
た

未
来
仏
と
し
て
の
弥
勒
像

ク
リ
ス
ト
ス

―
―
救
世
主
〈
香
油
注
が
れ
し
者
〉
の
象
徴
と

し
て
―
―

そ
こ
で
想
い
起
さ
れ
る
の
は
、
仏
像
誕
生
の
地
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お

け
る
弥
勒
菩
薩
像
の
左
手
に
持
っ
て
い
る
蓋
付
き
の
円
形
の
小
瓶
で

あ
る
。
親
指
で
蓋
を
し
っ
か
り
押
え
て
い
る
。

一
九
七
四
年
五
月
の
半
ば
に
ア
テ
ネ
を
発
ち
、
中
近
東
の
熱
砂
の

な
か
を
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
古

代
遺
跡
を
め
ぐ
り
歩
き
、
一
ヶ
月
後
に
よ
う
や
く
カ
イ
バ
ル
峠
を
越

え
て
パ
キ
ス
タ
ン
に
入
っ
た
私
に
は
、
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
の
國
立
考
古

博
物
館
の
ホ
ー
ル
で
見
た
弥
勒
菩
薩
立
像
や
坐
像
の
手
に
持
っ
て
い

る
円
形
の
小
瓶
が
、
き
わ
め
て
印
象
深
か
っ
た
⑯
。
そ
の
小
瓶
が
、

ギ
リ
シ
ア
各
地
の
考
古
博
物
館
で
見
慣
れ
て
き
た
ア
リ
ュ
バ
ロ
ス
と

呼
ば
れ
る
香�

油�

瓶�

⑰
と
形
も
大
き
さ
も
ま
た
美
し
く
装
飾
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
弥
勒
菩
薩
像
が
手
に
持
っ
て
い
る
小
瓶
に
つ

い
て
は
、
前
世
紀
の
初
頭
に
Ａ
・
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
デ
ル
（
１２
）
（A

.G
run-

w
edel

）
や
Ａ
・
フ
ー
シ
ェ
（
１３
）
（A

.Foucher

）
等
に
よ
っ
て
、
誤
っ

て
水�

瓶�

と
見
倣
さ
れ
て
以
来
、
欧
米
や
日
本
の
研
究
者
た
ち
も
そ
の

水
瓶
説
に
追
随
し
て
き
た
。
水
瓶
と
見
る
理
由
は
、
梵
天
や
波
羅
門

た
ち
が
手
に
飲
料
用
の
カ
マ
ン
ダ
ル
（
水
瓶
）
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、

と
い
う
器
形
や
用
途
を
無
視
し
た
思
い
付
き
は
論
外
と
し
て
、
主
た

る
理
由
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
國
王
の
聖
別
式
に
は
、
水
が
頭
上
に
注

が
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
灌
頂
説
に
立
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
イ
ン
ド
の
よ
う
な
湿�

潤�

の
地
で
は
、
日
常
的
に
も
水
浴

や
、
淨
め
の
水
が
欠
か
せ
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
中
近
東
に
か
け

て
の
乾�

燥�

の
地
で
は
、
清
涼
に
は
、
一
滴
の
オ
リ
ー
ブ
油
の
方
が
貴
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重
で
あ
る
。
私
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
向
う
中
東

の
旅
で
、
ダ
マ
ス
カ
ス
か
ら
パ
ル
ミ
ラ
の
遺

跡
へ
向
う
長
距
離
バ
ス
の
車
掌
が
掌
の
上
に

落
し
て
く
れ
た
一
滴
の
オ
リ
ー
ブ
油
で
顔
を

拭
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
唇
と
肌
の
乾
き
を
癒

す
こ
と
が
で
き
た
。
も
と
も
と
オ
リ
ー
ブ
は

小
ア
ジ
ア
地
方
が
前
三
千
年
以
来
の
原
産
地
で
あ
り
、
実
も
油
も
食

料
と
し
て
日
常
欠
か
せ
な
い
必
需
品
で
あ
る
。

ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
弥
勒
菩
薩
像
が
、
水
瓶
で
な
く
、
香
油
瓶
を
持
っ

て
い
る
の
は
、
淨�

め�

で
は
な
く
癒�

し
と
し
て
で
あ
り
、
人
々
を
苦
し

み
か
ら
救
う
救
済
者
と
し
て
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
釈
迦
佛
の
後
継
者

と
し
て
の
未�

来�

仏�

を
表
す
ア
ッ
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
（attribute

）
と
し

て
で
あ
る
。
十
字
架
上
で
死
ん
だ
イ
エ
ス
が
、
キ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ

て
い
る
の
は
、〈
香
油
注
が
れ
し
者
〉
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の

ク
リ
ス
ト
ス
（Χ

ριστ�s

）
に
由
来
す
る
。
も
と
も
と
ユ
ダ
ヤ
で
は

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
マ
ー
シ
ー
ア
ハM

ashiah

（
英m

essiah

）
と
呼
ば

れ
、〈
神
に
よ
っ
て
香
油
注
が
れ
て
聖
別
さ
れ
た
者
〉
を
意
味
し
て

い
る
。
旧
約
聖
書
で
は
当
初
祭
司
を
指
し
た
が
、
そ
の
後
ダ
ヒ
デ
な

ど
ユ
ダ
ヤ
救
國
の
王
は
も
と
よ
り
、
前
五
三
八
年
に
バ
ビ
ロ
ン
に
囚

わ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
解
放
し
た
、
ペ
ル
シ
ヤ
王
キ
ユ
ロ
ス
ま
で

も
〈
香
油
注
が
れ
し
者
〉
と
呼
ば
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
前
三
世
紀
に
は
ギ
リ
シ
ア

語
訳
の
『
新
旧
約
聖
書
（
１４
）
』
が
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
刊
行
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
後
の
西
ア
ジ
ア
の

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
語
が
い
か
に
広
く
普
及
し
て

い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
遊
牧
騎
馬
民
族
で
あ
る
ク
シ
ア
ン
朝
の
仏

挿図⑰ ギリシャの香油瓶アリュバロス。コリントス考
古博物館蔵（筆者撮影）。把手が付いているのは、腰紐
に通して使うためである。

挿図⑯ ガンダーラの香油瓶をもつ弥勒
菩薩像。ペシャワール考古博物館蔵（筆
者撮影）
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像
誕
生
の
地
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に

も
カ
ニ
シ
カ
王
の
肖
像
と
ギ
リ
シ
ャ
語
の
王
名
の
あ
る
金
貨
の
裏
に
、

ギ
リ
シ
ャ
語
で
釈
迦
牟
尼
仏
陀
（Sakam

ano
B

oddo

）
と
記
さ
れ

た
仏
立
像
の
コ
イ
ン
が
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
新
た
に
や
は
り
ギ
リ

シ
ャ
語
で
弥
勒
仏
陀
（M

etrago
B

oudo

）
と
記
さ
れ
た
、
左
手
に

円
形
の
小
瓶
を
持
っ
た
結
跏
趺
坐
の
弥
勒
仏
を
表
し
た
コ
イ
ン
（
１５
）
が
発

見
さ
れ
て
い
る
⑱
。
弥
勒
菩
薩
像
の
持
瓶
が
、
未
来
仏
、
す
な
わ
ち

来
る
べ
き
救
世
主
を
象
徴
す
る
香
油
瓶
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
自

明
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
一
九
八
五
年
に
「
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
弥
勒

菩
薩
像
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
１６
）
」
と
題
し
て
論
文
を
発
表
し
て
お
り
、
す

で
に
蔡
偉
堂
氏
に
よ
っ
て
中
國
語
訳
（
１７
）
も
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参

照
し
て
戴
き
た
い
。

こ
う
し
た
私
の
問
題
提
起
に
、
早
速
に
も
賛
意
を
表
し
て
下
さ
っ

た
は
、
東
西
の
宗
教
美
術
に
精
通
し
、
自
ら
も
Ｊ
・
マ
ー
シ
ャ
ル

（J.M
arshall

）
と
と
も
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
遺
跡
に
発
掘
し
た
経
験
を
も

つ
、
当
時
大
和
文
華
館
の
館
長
を
し
て
お
ら
れ
た
吉
川
逸
治
先
生
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
後
日
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
古
代
仏
教

史
の
干
潟
龍
祥
先
生
に
も
論
文
「
メ
シ
ア
思
想
と
未
来
仏
弥
勒
の
信

仰
に
つ
い
て
」（
一
九
七
三
年
、
学
士
会
報
刊
（
１８
）
）
が
あ
り
、
さ
ら
に

同
じ
く
中
村
元
先
生
も
晩
年
の
著
書
（
１９
）
の
中
で
、
ク
シ
ヤ
ン
朝
下
の
イ

ン
ド
の
ア
ヒ
チ
ャ
ト
ラ
出
土
の
弥
勒
菩
薩
立
像
の
持
瓶
を
香�

瓶�

と
目

し
て
お
ら
れ
る
。

な
お
、
本
稿
の
校
正
の
際
に
、
新
進
気
鋭
の
イ
ン
ド
美
術
史
家
宮

治
昭
氏
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
弥
勒
菩
薩
像
に
関
す
る
論
考
（
３５
）
を
読
む
機
会

が
あ
っ
た
が
、
英
領
イ
ン
ド
時
代
に
お
け
る
Ａ
・
フ
ー
シ
ェ
が
イ
ン

ド
美
術
の
視
点
か
ら
推
論
し
た
、
弥
勒
菩
薩
像
の
持
瓶
は
楚
天
や
波

羅
門
の
持
つ
カ
マ
ン
ダ
ル
（
水
瓶
）
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

一
世
紀
も
前
の
旧
説
を
、
今
日
も
な
お
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か

挿図⑱ 〈弥勒仏〉とギリシャ語で記さ
れたカニシュカ・コイン。大英博物館蔵
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ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
像
が
始
め
て
誕
生
し
た
ガ
ン

ダ
ー
ラ
の
地
は
、
新
発
見
の
カ
ニ
シ
ュ
カ
・
コ
イ
ン
の
持
瓶
の
弥
勒

菩
薩
坐
像
の
弥�

勒�

仏�

と
い
う
表
記
が
ギ
リ
シ
ャ
語
の
大
文
字
で
書
か

れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
東
征
以
来
の
ギ
リ
シ

ャ
語
文
化
圏
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
認
識
な
し
に
は
、
私
の
提
唱
す

る
香�

油�

瓶�

説�

は
到
底
理
解
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
見
へ
の

批
判
が
正
鵠
を
得
て
い
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

４

西
域
を
東
漸
す
る
香
油
瓶
を
持
っ
た
弥
勒
菩
薩

交
脚
像
、
帝
王
大
像
窟
、
水
晶
形
摩
尼

―
―
バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
か
ら
雲
岡
石
窟
ま
で
―
―

雲
岡
窟
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
交�

脚�

形�

の
弥
勒
菩
薩
像
が
現
れ

る
の
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
北
嶺
ヒ
ン
ド
ウ
ク
シ
ュ
山
脈
の
山
間

の
盆
地
に
あ
る
、
東
西
文
化
交
流
の
要
衡
で
あ
る
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
石

窟
の
壁
画
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
の
六
月
一
日
か
ら
四
日

間
、
私
も
現
地
に
滞
在
し
て
、
高
さ
五
三
メ
ー
ト
ル
の
西
大
仏
立
像

⑲
と
高
さ
三
八
メ
ー
ト
ル
の
東
大
仏
立
像
の
大
洞
で
は
、
大
仏
を
見

上
げ
る
と
と
も
に
、
大
仏
の
頭
上
か
ら
窟
頂
の
壁
画
を
観
察
し
、
ま

た
幾
つ
か
の
小
窟
と
カ
ク
ラ
ク
石
窟
を
見
て
回
っ
た
が
、
も
と
よ
り

精
査
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
も
、
じ
つ
は
翌

七
五
年
の
八
月
に
、
成
城
大
学
調
査
隊
の
一
員
と
し
て
バ
ー
ミ
ヤ
ン

に
来
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
全
景
と
主
と
し

て
両
大
仏
及
び
そ
の
龕
頂
の
壁
画
を
見
た
だ
け
で
、
カ
ブ
ー
ル
に
引

返
し
た
か
ら
で
あ
る
。
四
月
か
ら
ア
テ
ネ
に
逗
留
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の

古
代
遺
跡
を
調
査
し
て
い
た
私
が
、
急
遽
中
近
東
へ
旅
立
っ
た
の
は
、

近
々
に
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
大
仏
の
前
に
イ
タ
リ
ア
調
査
隊
に
よ
っ
て
、

修
理
の
た
め
の
大
櫓
が
立
て
ら
れ
る
と
伝
え
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
翌
年
三
月
に
一
年
間
の
海
外
研
修
を
終
え
て
帰
國
し
た
と

挿図⑲ バーミヤン石窟西大像窟と大仏
立像 高さ５３m（筆者撮影）
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こ
ろ
、
立
案
者
の
一
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
留
守
の

間
に
前
年
に
専
任
と
し
て
迎
え
た
ば
か
り
の
イ
ン
ド
美
術
史
家
の
高

田
修
教
授
に
よ
っ
て
、
七
五
年
度
の
調
査
隊
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
。

定
年
の
前
年
に
な
る
の
で
二
回
目
の
七
七
年
に
は
あ
な
た
が
隊
長
と

し
て
行
っ
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
も
や
一
言
の

相
談
も
な
く
外
さ
れ
、
隊
の
主
力
は
再
び
学
外
者
に
よ
っ
て
編
成
さ

れ
た
。
成
城
大
学
と
し
て
の
報
告
書
は
つ
い
に
陽
の
目
を
見
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

幸
い
バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
の
持
瓶
の
弥
勒
菩
薩
の
壁
画
に
つ
い
て
は
、

一
九
七
八
年
に
お
け
る
京
都
大
学
調
査
隊
長
の
樋
口
隆
康
著
『
バ
ー

ミ
ヤ
ン
の
石
窟
（
２０
）
』（
一
九
八
〇
年
刊
）
所
収
の
第
三
三
〇
窟
と
第
二

二
三
窟
の
天
井
壁
画
に
描
か
れ
て
い
る
持�

瓶�

の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
⑳

を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
図
様
の
鮮
明
な
三
三
八
窟
の
弥
勒
菩

薩
の
左
手
の
指
先
で
つ
ま
ん
で
い
る
円
形
の
小
瓶
は
、
明
ら
か
に
ギ

リ
シ
ャ
の
ア
リ
ユ
バ
ロ
ス
型
の
香
油
瓶
で
あ
り
、
表
面
に
は
ガ
ン

ダ
ー
ラ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
華
麗
な
文
様
が
装
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
に
お
け
る
こ
の
弥
勒
菩
薩
像

の
頭
上
か
ら
は
、
左
右
に
大
き
く
リ
ボ
ン
が
翻
っ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
ダ
イ
ア
デ
ム
（
王
冠
型
髪
飾
り
）
の
リ
ボ
ン
は
も
と
も
と
サ
サ

ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
國
王
の
表
徴
で
あ
り
、
交
脚
形
の
坐
法
も
ま
た
王

挿図⑳ バーミヤン石窟３３０窟天井壁画の香油瓶を手に持つ弥勒菩薩交脚像
（樋口隆康『バーミヤンの石窟』所収口絵２６と宮治昭氏による書起し）
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座
に
見
ら
れ
の
で
あ
り
、
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
影
響
が
バ
ー
ミ
ヤ

ン
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
、
十
分
に
推
察
さ
れ
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
の
東
西
二
つ
の
大�

像�

窟�

内
の
大�

立�

像�

も
、
私
は
東
西
を
結
ぶ
交
易
路
に
面
し
て
表
さ
れ
た
古
代
ペ
ル
シ
ア

の
帝
王
像
に
倣
っ
て
造
立
さ
れ
た
帝�

王�

像�

と
、
考
え
て
い
る
。
イ
ラ

ン
國
内
を
歩
く
と
、
王
の
敍
任
式
を
記
念
す
る
た
め
の
摩
崖
浮
彫
や

洞
内
彫
刻
が
、
各
地
で
見
ら
れ
る
。
そ
の
圧
巻
は
バ
ク
ダ
ッ
ト
か
ら

バ
ビ
ロ
ン
へ
抜
け
る
古
代
の
交
易
路
で
あ
る
、
ケ
ル
マ
ン
シ
ャ
ー
街

道
で
、
地
上
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
断
崖
に
見
上
げ
た
ア
カ
イ
メ
ネ
ス

王
朝
ダ
レ
イ
オ
ス
大
王
の
「
戦
勝
記
念
浮
彫
」
と
碑
文
、
さ
ら
に
そ

の
街
道
の
先
に
も
あ
る
、〈
泉
の
ほ
と
り
の
庭
園
〉
を
意
味
す
る

タ
ー
ク
・
イ
・
ブ
ス
タ
ン
で
見
た
大
洞
内
正
面
の
サ
サ
ン
朝
ホ
ス

ロ
ー
二
世
の
「
敍
任
式
彫
像
」
で
あ
っ
た
。
イ
ラ
ン
で
は
、
古
代
の

往
還
に
面
し
て
、
帝
王
た
ち
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
彫
ら
れ
続
け
て
き

た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヒ
ン
ド
ク
シ
ュ
山
脈
に
よ
っ
て
中
央
亜
細
亜
の
隊
商

路
が
南
北
に
分
断
さ
れ
て
い
る
、
ま
さ
し
く
文
明
の
十
字
路
と
も
い

う
べ
き
こ
の
古
代
の
バ
ー
ミ
ヤ
ン
と
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
北
に

位
置
す
る
北
魏
と
の
間
に
、
果
し
て
交
流
が
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

馮
承
釣
編
『
西
域
地
名
（
２１
）
』
に
は
、
バ
ー
ミ
ヤ
ン
（B

arm
ian

）
の
項

に
、
魏
書
作
范�

陽�

、
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
魏
書
』
西
域
伝
（
２２
）
に
は
、

吐
呼
羅
國
の
条
に
、
去
代�

一
萬
二
千
里
、
東
至
范、
、國、、

西
至
悉�

萬�

斤�

國�

、
と
あ
り
、
吐
呼
羅
國
（T

ukhara

）
の
地
理
的
関
係
を
示
す

國
名
の
一
つ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
代�

は
北

魏
の
國
都
の
あ
っ
た
平
城
が
三
國
魏
・
晋
の
当
時
代�

郡�

で
あ
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
。
悉�

萬�

斤�

國�

は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
（Sam

arkand

）
を

さ
し
て
お
り
、
北
魏
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。

次
に
、
北
魏
と
、
西
域
最
大
の
仏
教
國
で
あ
っ
た
亀
茲
國
と
の
交

流
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

『
魏
書
』
の
帝
紀
（
２３
）
に
よ
れ
ば
、
太
武
帝
の
太
延
三
年
（
四
三
七
）

三
月
、
亀
茲
國
（K

ucha

）
を
筆
頭
と
し
て
西
域
九
ヶ
國
か
ら
の
遣

使
朝
貢
が
あ
り
、
続
い
て
同
五
年
（
四
三
九
）
四
月
に
も
亀
茲
國
他

三
國
か
ら
の
朝
貢
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
太
平
真
君
元
年
（
四
四

〇
）
に
始
ま
る
排
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
、
西
域
の
仏
教
諸
國
と
の
交
流

は
久
し
く
中
絶
す
る
が
、
亀
茲
國
と
の
交
流
が
本
格
的
に
再
開
さ
れ

る
の
は
、
弘
文
帝
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、
延
興
五
年
（
四
七

五
）
四
月
、
太
和
元
年
（
四
七
七
）
十
月
、
同
二
年
（
四
七
八
）
七

月
と
九
月
、
同
三
年
（
四
七
九
）
九
月
と
五
回
に
わ
た
っ
て
亀
茲
國

か
ら
の
遣
使
朝
貢
が
続
い
て
い
る
。
と
く
に
二
年
七
月
に
は
名
駝
七
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十
頭
、
九
月
に
は
大
馬
、
名
駝
、
珍
寶
甚
衆
、
と
い
う
記
事
が
見
ら

れ
る
。
な
お
、
孝
文
帝
即
位
次
後
、
葱
嶺
を
越
え
て
、
悉
萬
斤
國

（
サ
マ
ル
カ
ン
ド
）
か
ら
も
四
度
朝
貢
の
遣
使
が
平
城
に
訪
れ
て
い

る
。私

は
、
一
九
八
四
年
以
来
、
亀
茲
國
当
時
の
石
窟
が
数
多
く
あ
る
、

新
疆
ウ
イ
ク
ル
自
治
区
の
庫
車
（K

ucha

）
を
三
度
訪
れ
て
い
る
が
、

バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
の
影
響
が
色
濃
く
及
ん
で
い
る
の
を
お
ぼ
え
た
。

大�

像�

窟�

と
し
て
は
、
キ
ジ
ル
石
窟
で
は
、
谷
西
区
第
四
七
窟
に
は
、

高
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
塑
造
の
大
仏
立
像
が
あ
り
、
ま
た
キ

ジ
ル
石
窟
か
ら
東
方
へ
一
〇
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
シ
ム
シ
ム
石
窟
第

一
一
窟
に
も
、
窟
頂
ま
で
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
仏
立
像
一
六
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
大�

像�

窟�

が
見
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
四
世
紀
代
の
造
営
と
い

う
。
ち
な
み
に
、
曇
曜
五
窟
で
は
、
第
一
八
窟
と
第
一
六
窟
が
大
仏

立
像
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
帝�

王�

像�

で
あ
り
、
前
者
の
高
さ
は
一

五
・
五
メ
ー
ト
ル
、
後
者
は
一
三
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
ほ
ぼ
亀

茲
國
の
大
像
窟
と
規
模
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

ま
た
、
庫
車
の
諸
石
窟
に
は
、
バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
の
壁
画
と
同
様

に
、
持
瓶
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
が
見
ら
れ
る
が
、
キ
ジ
ル
石
窟
谷
西

区
の
第
一
七
窟
主
室
の
半
円
形
前
壁
の
「
兜
率
天
宮
上
の
弥
勒
菩
薩

ダ
イ
ア
デ
ム

説
法
図
（
２４
）
」
�
で
は
、
髪
飾
り
の
左
右
に
リ
ボ
ン
状
の
帯
が
翻
え
っ

て
お
り
、
バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
の
壁
画
に
見
ら
れ
た
イ
ラ
ン
風
を
と
ど

め
て
い
る
。
な
お
持
瓶
は
、
円
形
の
ア
リ
ユ
バ
ロ
ス
型
の
香
油
瓶
で

は
な
く
、
や
は
り
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
用
い
ら
れ
た
肩
部
に
膨
ら
み
の

あ
る
レ
キ
ュ
ト
ス
型
で
あ
る
が
、
黒
色
を
し
て
い
る
の
は
、
肩
や
腕

ひ
も
ん

を
覆
っ
て
い
る
�
巾
な
ど
も
同
様
で
あ
る
が
、
鉛
を
ふ
く
ん
で
い
た

色
素
が
、
化
学
変
化
を
起
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
レ
キ
ュ
ト
ス
型

に
対
し
て
谷
内
区

一
七
一
窟
前
室
の

「
兜
率
天
宮
上
の

弥
勒
菩
薩
説
法

図
」
で
は
、
円
形

を
し
た
ア
リ
ュ
バ

ロ
ス
型
の
、
茶
色

を
し
た
文
様
入
り

の
持
瓶
が
見
ら
れ

た
。さ

ら
に
ま
た
、

乾�

燥�

の
地
な
ら
で

は
の
弥
勒
菩
薩
の

挿図� キジル石窟第一七窟壁画「兜率天上の弥勒菩
薩図」（筆者撮影）
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香
油
瓶
と
と
も
に
、

キ
ジ
ル
石
窟
と
雲

岡
石
窟
と
を
結
ぶ

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の

内�

陸�

と
し
て
の
風

土
的
特
性
を
示
す

も
の
と
し
て
は
、

水�

晶�

形�

を
し
た
摩�

尼�

（
梵

語m
ani

の
音
写
）
の
表
現

が
あ
る
。
マ�

ニ�

は
、

佛
典
で
は
如
意
と

も
漢
訳
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
意
の

ま
ま
に
望
み
を
か
な
え
て
く
れ
る
摩
訶
不
思
議
な
宝
石
を
意
味
し
て

い
る
が
、
一
般
に
は
摩
尼
宝
珠
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
摩�

尼�

宝�

珠�

は
、

も
と
も
と
漢
人
の
間
で
は
、
真
珠
な
ど
の
よ
う
に
、
貝
の
中
に
で
き

た
ま

る
珠
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
。
海�

産�

の
宝
物
と
し
て
で
あ
り
、

東
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
南
朝
で
は
梁
代
に
入
る
と
、
摩
尼
宝
珠
を
奉

持
し
た
観
音
菩
薩
像
の
出
現
を
見
る
。

と
こ
ろ
が
、
亀
茲
國
で
は
、

摩
尼
は
、
キ
ジ
ル
石
窟
第
三

八
窟
穹
窿
天
井
右
持
送
り
（
２５
）
に

し
ゆ

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
珠
で
は

ぎ
よ
く

な
く
、
玉
、
す
な
わ
ち
宝

石
と
し
て
、
長
方
六
角
形
の

水
晶
で
表
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
�
。
同
様
に
雲
岡
石
窟

に
お
い
て
も
こ
う
し
た
水
晶

形
の
麻
尼
（
２６
）
は
第
十
七
窟
主
室

の
、
南
壁
拱
門
の
上
の
供
養

台
に
、
奏
樂
の
飛
天
に
囲
ま

れ
て
奉
安
さ
れ
て
お
り
�
、

同
じ
く
天
井
を
囲
繞
す
る
飛

天
の
捧
持
す
る
供
養
台
上
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
水
晶
形
摩
尼
は
、

敦
煌
莫
高
窟
（
２７
）

で
も
、
北
魏
第
四
三
一
窟
前
室
の
天
井
、
西
魏
第
二
四

九
窟
頂
東
面
、
西
魏
第
二
八
五
窟
の
東
面
と
南
面
に
も
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
西
域
か
ら
伝
え
ら
れ
た
、
い
わ

ば
〝
胡
風
〞
の
水�

晶�

形�

摩�

尼�

は
、
い
ず
れ
も
諸
先
学
に
よ
っ
て
、
円

形
の
摩
尼
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
一
様
に
摩�

尼�

宝�

珠�

の
名
称

挿図� 雲岡石窟第十七窟拱門の供養台上の水晶形摩尼
（筆者撮影）

挿図� キジル石窟第一七窟水晶形摩尼（筆者撮影）
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で
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
水
晶
形

摩
尼
は
、
じ
つ
は
龍
門
石
窟
に
お
い
て
も
、
窟
賓
陽
中
洞
の
脇
侍
菩

薩
像
の
頭
部
（
現
在
東
京
國
立
博
物
館
蔵
）
に
も
、
ま
た
蓮
華
洞
の

脇
侍
菩
薩
像
頭
部
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
麻
尼
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
私
は
一
九
九

一
年
に
「
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
美
術
に
見
ら
れ
る
摩
尼
表
現
の
諸
相
（
２７
）
」

と
題
し
て
、
さ
ら
に
朝
鮮
・
日
本
を
も
ふ
く
め
た
論
考
を
発
表
し
て

い
る
の
で
参
照
し
て
戴
き
た
い
。

５

側
壁
第
二
層
列
龕
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
に
見
ら

れ
る
�
漢
風
化
�
と
、
香
油
瓶
の
形
骸
化

次
い
で
、
古
陽
洞
側
壁
の
第
二
層
の
八
つ
の
列
龕
は
、
南
壁
第
二

龕
の
み
が
、『
法
華
経
』
見
宝
塔
品
に
依
據
し
た
釈
迦
・
多
宝
二
佛

竝
坐
像
で
あ
る
以
外
は
、
い
ず
れ
も
龕
内
の
尊
像
は
、
前
述
し
た
雲

岡
石
窟
第
十
一
窟
に
数
多
く
の
先
例
が
見
ら
れ
た
弥
勒
菩
薩
交
脚
像

で
あ
り
、
交
脚
の
足
許
の
左
右
に
獅
子
が
蹲
踞
し
、
ま
た
龕
側
に
は

脇
侍
の
菩
薩
像
が
待
立
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
雲
岡
石
窟
第
十
一
窟
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
が
、
い
ず

れ
も
顔
も
胴
部
も
と
も
に
豊
満
で
あ
り
、
腕
も
脚
も
太
く
、
交
脚
の

衣
褶
も
生
動
感
に
溢
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
古
陽
洞
側
壁
第
二
層

の
列
龕
で
は
、
今
日
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
顔
面
は
ほ
と
ん
ど
破
壤
さ

れ
て
い
る
が
、
一
九
〇
六
年
の
塚
本
靖
撮
影
（
２８
）
、
続
い
て
翌
一
九
〇
七

年
の
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
（E

.C
havannes

）
の
同
行

者
撮
影
（
２９
）
の
写
真
で
は
、
列
龕
内
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
顔
は
、
い
ず

れ
も
細
面
て
で
、
体
躯
は
痩
型
で
あ
り
、
手
足
も
細
長
く
、
交
脚
の

平
行
衣
褶
も
細
く
、
す
べ
て
が
華
著
で
あ
り
、
雲
岡
石
窟
の
も
の
と

の
肥�

と
痩�

、
動�

と
静�

の
対
照
は
、
あ
ま
り
に
も
著
し
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
大
き
な
相
違
は
、
両
者
の
装
身
具
に
見
ら
れ
る
。
雲
岡

十
一
窟
の
龕
内
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
で
は
、
頭
部
に
は
、
中
央
に
化

佛
の
あ
る
三
面
宝
冠
の
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
大
型
の
髪
飾
り
、
胸

部
に
は
逆
ハ
ー
ト
状
の
首
飾
り
、
獸
頭
が
向
き
合
っ
た
胸
飾
、
そ
し

て
腹
部
ま
で
垂
れ
た
玉
を
連
ね
た
瓔
珞
、
ま
た
上
膊
に
は
環
釧
、
両

ひ
き
ん

肩
や
両
腕
を
覆
っ
て
い
る
�
巾
（
う
ち
か
け
）
な
ど
、
ま
こ
と
に
多

彩
に
し
て
華
麗
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
は
じ
め
、
キ
ー
ジ
ル
石
窟
な
ど
の
弥
勒
菩
薩
交
脚

ダ
イ
ア
デ
ム

像
の
壁
画
の
上
に
見
ら
れ
た
、
イ
ラ
ン
起
源
の
髪
飾
り
の
左
右
に
翻

リ

ボ

ン

あ
か

っ
て
い
る
飾
り
紐
が
、
あ
た
か
も
西
方
文
化
東
漸
の
証
し
で
も
あ
る

か
の
よ
う
に
、
雲
岡
石
窟
の
莞
爾
と
し
て
微
笑
む
弥
勒
菩
薩
交
脚
像

の
頭
部
の
左
右
に
翻
え
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
飾
り
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紐
は
、
前
節
で
述
べ
た
古
陽
洞
穹
窿
天
井
北
下
層
の
、
尉
遲
・
玄
詳

両
龕
の
そ
れ
ぞ
れ
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
に
も
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
陽
洞
内
の
側
壁
第
二
層
列
龕
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像

を
、
最
も
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、
第
一
に
は
、
両
肩
か
ら
裸
体
の

ひ
き
ん

上
半
身
を
覆
っ
て
垂
れ
て
い
る
�
巾
（
う
ち
か
け
）
が
、
腹
部
の
下

裳
の
上
の
円�

環�

内
で
Ｘ
字
状
に
交
差
し
て
、
そ
の
裾
が
両
腕
に
掛
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
交
脚
の
両
足
を
覆
う
下
裳
の
細

い
平
行
衣
褶
線
の
繊
細
さ
と
そ
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
躍
動
感
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
想
い
起
し
て
戴
き
た
い
の
は
、
古
陽
洞
正
壁
の
釈
迦
三
尊
像

の
左
右
の
脇
侍
菩
薩
立
像
に
お
け
る
下
裳
の
平
行
衣
褶
線
と
と
も
に
、

上
半
身
の
宝
珠
を
吊
し
た
幅
の
広
い
首
飾
り
と
、
同
じ
く
の
上
半
身

の
腹
部
ま
で
垂
れ
て
い
る
瓔
珞
、
そ
し
て
両
肩
と
上
膊
を
覆
っ
て
い

る
�
巾
が
、
膨
ら
み
の
あ
る
腹
部
の
下
裳
の
上
で
、
や
は
り
円�

環�

内

で
Ｘ
状
に
交
差
し
、
さ
ら
に
両
腕
へ
掛
っ
て
い
る
の
を
、
で
あ
る
。

こ
の
円�

環�

こ
そ
は
、
も
と
も
と
漢
・
魏
・
晋
の
洛
陽
の
貴
婦
人
た

し
る
し

は
い
か
ん

ち
が
、
徳
や
誠
の
象
徴
と
し
て
帯
か
ら
腰
に
提
げ
て
い
た
佩
環
で
は

な
か
っ
た
か
。『
晋
書
』
輿
服
志
（
３０
）
に
は
、「
貴
人
、
夫
人
、
貴
嬪
、
是

為
三
夫
人
、
皆
金
章
紫
綬
、
章
文
日
貴
人
、
夫
人
、
貴
嬪
之
章
、
佩

う

于

玉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
于
て
ん

は
今
日
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治

区
の
和
田
（K

hotan

）
で
あ
り
、
こ
の
崑
崙
の
玉
を
熱
愛
し
た
漢
人

な
ら
で
は
の
佩
環
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
輿
服
志
に
は
、
特
に
佩�

環�

の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
が
、
張
末
元
編
著
『
漢
朝
服
装
圖
様
資
料
（
３１
）
』

に
は
「
皇
后
禮
服
図
」
に
こ
の
佩
環
が
彩
色
で
示
さ
れ
て
い
る
。

私
が
、
古
陽
洞
の
側
壁
第
二
層
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
�
漢
風
�

の
先
蹤
を
、
こ
う
し
て
太
和
七
年
敬
造
の
正
壁
釈
迦
三
尊
像
の
脇
侍

菩
薩
像
の
上
に
指
摘
す
る
の
は
、
新�

た�

な�

〝
漢�

風�

〞
の
蘇�

生�

を
、
側

壁
第
二
層
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
上
に
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
そ
れ
は
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
以
来
、
ど
れ
ほ
ど
の
年
代
の

経
過
を
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
陽
洞
の
側
壁
第
二
層
の
列
龕
の

開
鑿
年
代
に
つ
い
て
は
、
僅
か
に
北
壁
第
二
龕
の
基
壇
に
、
宣
武
帝

の
永
平
四
年
（
五
一
一
）
十
月
十
六
日
の
紀
年
の
あ
る
「
華
州
刺
史

安
定
王
造
像
記
」
が
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
（
３２
）
さ
れ
て
い
る
。
第

三
層
の
釈
尊
坐
像
の
列
龕
の
造
像
記
の
な
か
で
最
も
遅
い
紀
年
は
、

孝
文
帝
崩
御
三
年
目
の
宣
武
帝
景
明
三
年
（
五
〇
二
）
で
あ
り
、
両

者
の
完
成
に
は
、
十
年
前
後
の
間
隔
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
後
二
十
年
近
く
経
過
し
て
い
る
。

な
お
、
宣
武
帝
の
景
明
の
初
め
に
、
孝
文
帝
の
為
に
大�

像�

窟�

の
開

鑿
が
開
始
さ
れ
な
が
ら
、
数
年
後
に
中
止
さ
れ
る
と
い
う
モ
ニ
ュ
メ

ン
タ
ル
な
出
来
事
が
起
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
魏
書
』
釈
老
志
（
３３
）
に

は
、
代
京
の
靈
厳
寺
石
窟
（
雲
岡
石
窟
）
に
準
じ
て
、
洛
南
の
伊
闕
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山
に
高
祖
と
そ
の
皇
后
文
昭
皇
太
后
の
為
に
石
窟
二
ヶ
所
を
営
み
、

当
初
の
計
画
で
は
、
窟
頂
地
を
去
る
こ
と
三
百
十
尺
と
い
う
高
い
も

の
で
あ
っ
た
が
、
正
始
二
年
（
五
〇
五
）
中
二
十
三
丈
ま
で
斬
り
出

し
た
も
の
の
工
費
が
か
さ
み
成
就
し
難
い
の
で
、
平
地
に
移
す
こ
と

に
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
孝
文
帝
奉
為
の
、
曇
曜
五
窟
を
遙
か

に
超
え
る
、
い
や
バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
の
西
大
仏
立
像
を
も
超
え
る
帝�

王�

大�

像�

窟�

も
、
遂
に
完
成
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
陽
洞
側
壁
第
二
層
列
龕
内
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
に

お
け
る
持�

瓶�

の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
左
手
が
破
壊
さ
れ
て
い

る
の
も
少
な
い
が
、
肉
眼
で
も
北
側
第
三
龕
に
確
認
さ
れ
る
。
一
九

〇
六
年
の
Ｅ
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
図
版
（
３４
）
に
は
、
北
壁
第
三
龕
（
田
稱

第
一
龕
・N

o371

）
�
に
は
、
破
壊
さ
れ
る
以
前
の
全
貌
が
見
ら
れ

る
が
、
持
瓶
の
器
形
は
、
細�

長�

い�

筒�

状�

で
、
真
直
ぐ
に
膝
の
上
に
垂

下
し
た
親
指
と
人
差
指
の
間
に
、
形�

骸�

化�

さ�

れ�

て�

残�

存�

し
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
自
身
は
、
い
や
今
日
ま
で
誰

ひ
と
り
と
し
て
、
こ
の
古
陽
洞
側
壁
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
の
左
手
指

先
の
筒
状
の
持
瓶
に
気
づ
い
た
も
の
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

雲
岡
石
窟
第
十
一
窟
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
で
は
、
左
手
の
親
指
で
、

傾
い
た
円
形
の
持
瓶
の
蓋
が
し
っ
か
り
押
え
ら
れ
て
い
た
。
容
器
内

の
香
油
が
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
で
あ
る
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
誕
生
し
た

未
来
仏
弥
勒
の
メ
シ
ア
（
救
世
主
）
と
し
て
の
象
徴
で
あ
る
こ
の
持

瓶
は
、
西
域
に
諸
窟
に
お
け
る
兜
率
天
宮
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
に
も

受
け
継
れ
て
き
た
。
乾�

燥�

の�

風�

土�

な
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
し
か
し
、

湿�

潤�

の�

地�

で
あ
り
、
農�

耕�

の�

民�

で
あ
る
漢
人
に
と
っ
て
は
、
水�

こ
そ

が
天
か
ら
の
甘
露
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。�
漢
風
化
�
さ

れ
た
古
陽
洞
の
弥
勒
交
脚
像
か
ら
、
香
油
瓶
が
消
え
て
い
く
由
縁
で

あ
る
。

挿図� 古陽洞側壁第二層列龕内の持
瓶の弥勒交脚菩薩像（E．シャヴァンヌ
図版 No．３７１）
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注

（
１
）

水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
著
『
雲
岡
石
窟
』
第
八
巻
・
第
九
巻
（
一

九
五
三
年
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
刊
）
第
二
九
図
、
第
十
一
窟

東
壁
上
層
南
端
太
和
七
年
銘
龕
と
坐
仏
龕
。
第
三
〇
図
、
太
和
七
年

銘
。

（
２
）

劉
景
龍
主
編
『
龍
門
二
十
品
』（
一
九
九
七
年
中
國
大
百
科
全
書

出
版
社
）
五
。

（
３
）

水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
著
『
龍
門
石
窟
の
研
究
』
昭
和
十
一
年
刊

座
右
寶
刊
行
会
）
第
八
十
九
図
「
古
陽
洞
坐
佛
龕
左
壁
第
三
層
。

（
４
）

前
出
、
劉
景
龍
編
『
龍
門
二
十
品
』
二
。

（
５
）
『
漢
書
』
高
祖
紀
、
太
和
十
七
年
十
月
の
条
、
一
七
三
頁
、
同
じ

く
『
漢
書
』
列
博
穆
崇
、
六
六
七
―
六
七
一
頁
。

（
６
）

前
出
、
劉
景
龍
編
『
龍
門
二
十
品
』
二
。

（
７
）

雲
岡
石
窟
文
物
保
管
所
編
『
中
國
石
窟

雲
岡
石
窟
』
二
（
一
九

九
〇
年
平
凡
社
刊
）
第
九
〇
図
、
第
九
六
図
、
第
八
七
図
。

（
８
）

長
廣
敏
雄
著
『
雲
岡
石
窟
』
図
版
篇
（
昭
和
五
十
一
年
世
界
文
化

社
刊
）
第
五
〇
図
。

同
、
第
七
二
図
。

な
お
、
第
十
七
、
第
十
六
両
洞
は
曇
曜
五
窟
で
あ
る
が
、
両
窟
の

持
瓶
の
弥
勒
菩
薩
交
脚
像
は
年
代
が
下
が
る
。
本
文
篇
に
詳
細
な
解

説
が
あ
る
が
、
持�

瓶�

に
は
気
付
い
て
い
な
い
。

（
９
）

水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
著
『
雲
岡
石
窟
』
東
方
文
化
研
究
所
調
査

昭
和
十
三
年
―
昭
和
二
十
年

第
八
巻
・
第
九
巻
（
昭
和
二
十
八
年

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
刊
）
図
版
一
八
。「
雲
岡
図
像
学
」
本

文
一
頁
―
二
〇
頁
。

（
１０
）

前
出
『
中
國
石
窟
雲
岡
石
窟
』
二
、
図
版
解
説
八
七
、
第
十
一
窟

西
壁
第
一
層
南
側
仏
龕
。
二
六
四
頁
。
同
一
一
七
、
第
十
三
窟
東
壁

第
三
層
中
央
仏
龕
、
二
六
七
頁
。

（
１１
）

中
村
元
著
『
佛
教
語
大
辞
典
』
上
下
（
昭
和
五
十
年
東
京
書
籍
株

式
会
社
）
宝
瓶
は
下
一
二
七
六
頁
、
淨
瓶
は
上
七
五
五
頁
。

（
１２
）A

.G
riinw

edel,B
uddhist

art
is

India,1901,p.186,Fig132.

（
１３
）A

.Foucher,Lart
greco-bouddhique

du
G

andhara,Tom
eII ,

Paris,1918,p.218.

（
１４
）Septuaginta,I ,II ,stuttgart.1935.

な
お
、Xριστós

の
語
が
出
て
く
る
の
はI

p.140,
p.169,

p.139,
II

p.627,628.

（
１５
）J.C

ribb,T
he

origin
of

the
B

udda
im

age-the
num

ism
atic

evidence
(South

A
sian

A
rchaeology

1981,
C

am
bridge

uni-
versity

Press)
p.231.Fig30− 3.

（
１６
）

上
原
和
「
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
弥
勒
菩
薩
像
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
佛

教
藝
術
』
一
六
〇
号
、
一
九
八
五
年
五
月

毎
日
新
聞
社
刊
）
九
八

頁
。

（
１７
）

前
出
、
蔡
偉
堂
訳
「
�
陀
羅
弥
勒
菩
薩
像
的
幾
個
問
題
（
敦
煌
研

究
院
編
『
敦
煌
研
究
』
第
四
〇
期
一
九
九
四
年
三
期
刊
）。

（
１８
）

干
潟
龍
祥
「
メ
シ
ア
思
想
と
未
来
仏
弥
勒
の
信
仰
に
つ
い
て
」

（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
三
一
・
一
）
一
九
七
三
年
）
三
五
頁
。

（
１９
）

中
村
元
著
『
仏
教
美
術
に
生
き
る
理
想
』（
中
村
元
選
集
第
二
十

三
巻
）
一
九
九
五
年
春
秋
社
刊
）
二
六
四
頁
。
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（
２０
）

樋
口
隆
康
著
『
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
石
窟
』（
昭
和
五
十
五
年
同
朋
舎

出
版
）
図
版
二
六
、
菩
薩
像
と
千
仏
第
三
三
〇
窟
天
井
、
実
測
図
１

天
井
中
心
の
菩
薩
像
第
三
三
〇
窟
（
宮
治
昭
氏
原
図
、
田
中
重
雄

氏
復
原
図
）、
同
２

ド
ー
ム
天
井
部
の
壁
画
第
三
八
八
図
。

（
２１
）

馮
承
釣
編
『
西
域
地
名
』（
民
國
五
十
八
年
台
湾
中
華
書
局
）
一

九
頁
。

（
２２
）

北
齊
魏
收
撰
『
魏
書
』
巻
一
百
二
列
傅
第
九
十
西
域
（
中
華
書
局

刊
）
第
六
册
二
二
七
七
頁
。

（
２３
）

前
出
『
魏
書
』
第
一
册
、
巻
四
世
祖
紀
太
延
三
年
三
月
の
条
八
八

頁
、
太
延
五
年
四
月
の
条
八
九
頁
。
巻
七
高
祖
紀
延
興
五
年
四
月
の

条
一
四
一
頁
、
太
和
元
年
十
月
の
条
一
四
四
頁
、
同
二
年
七
月
と
九

月
の
条
一
四
六
頁
、
同
三
年
九
月
の
条
一
四
七
頁
。

（
２４
）

新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
文
物
管
理
委
員
会
拜
城
県
キ
ジ
ル
チ
仏
洞

文
物
保
管
所
編
『
中
國
石
窟
キ
ジ
ル
石
窟
』
一
（
一
九
八
三
年
平
凡

社
刊
）
五
七
図
。

同
、
一
二
六
図

解
説
に
は
摩
尼
宝
珠
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２５
）

前
出
『
中
國
石
窟
雲
岡
石
窟
』
一
、
第
一
五
三
図
。

（
２６
）

敦
煌
文
物
研
究
所
編
『
中
國
石
窟
・
敦
厚
莫
高
窟
』
一
（
一
九
八

〇
年
平
凡
社
刊
）
第
七
六
図
北
魏
第
四
三
一
窟
前
室
部
天
井
、
第
九

九
図
西
魏
第
二
四
九
窟
窟
頂
東
面
、
第
一
四
二
図
第
二
八
五
窟
窟
頂

南
面
、
第
一
四
三
図
、
同
上
東
面
。

（
２７
）

上
原
和
「
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
美
術
に
見
ら
れ
る
摩
尼
表
現
の
諸

相
」（
中
西
進
編
『
古
代
の
祭
式
と
思
想
』
所
収
、
一
九
九
一
年
五

月
、
角
川
書
店
刊
）

（
２８
）

前
出
、
水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
著
『
龍
門
石
窟
の
研
究
』
第
九
十

三
図
「
古
陽
洞
南
壁
第
二
層
第
三
龕
。

（
２９
）E

duard
C

havannes,
M

ission
A

rcheologique
dans

La
C

hine
Septentrionale.

Planches
(1909).

N
o371,

Long−M
en,

G
rotteX

−Laokiuntong,Paroidu
N

ord.

（
３０
）

唐
房
玄
齢
撰
『
晋
書
』
巻
二
十
五
輿
服
志
（
中
華
書
局
刊
）
第
三

册
七
七
四
頁
。

（
３１
）

張
末
元
編
著
『
漢
朝
服
装
圖
様
資
料
』（
一
九
六
三
年
、
香
港
太

平
書
局
刊
）
七
一
頁
図
版
二
一
、
皇
后
禮
服
。

（
３２
）

前
出
、
水
野
�
一
・
長
廣
敏
雄
著
『
龍
門
石
窟
の
研
究
』
三
〇
五

頁
。
付
録
「
龍
門
石
窟
禄
文
」
所
収
、
六
一
九
、
北
魏
華
州
刺
史
安

定
王
造
石
窟
石
像
記

永
平
四
年
十
月
十
六
日
。
な
お
、
こ
の
紀
年

は
造
像
記
に
、
敬�

造�

石
窟
一
躯
、
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
龕
仏
の

完
成
時
を
さ
す
。

（
３３
）

前
出
、『
魏
書
』
第
八
册
「
釈
老
志
」
三
〇
四
三
頁
。

（
３４
）

前
出
、E

.
C

havannes,
M

ission
A

rcheologique
dans

La
C

hine
Septeintrionale.planches.N

o371,N
o385.

（
３５
）

宮
治
昭
著
『
涅
槃
と
弥
勒
の
図
像
学
―
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア

へ
―
』（
一
九
九
二
年
二
月
、
吉
川
弘
文
館
刊
）「
第
二
部

イ
ン
ド

の
尊
像
の
二
系
列
と
弥
勒
菩
薩
の
図
像
・
第
三
章

ガ
ン
ダ
ー
ラ
の

弥
勒
菩
薩
の
図
像
―
梵
天
・
バ
ラ
モ
ン
行
者
の
図
像
と
の
混
淆
を
め

ぐ
っ
て
―
」。

弥
勒
菩
薩
像
の
持
瓶
と
の
異
同
を
比
較
す
る
た
め
の
、
梵
天
や
波

羅
門
の
苦
行
者
の
水
瓶
（
カ
マ
ン
ダ
ル
）
の
図
版
が
な
い
の
は
遺
憾
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で
あ
る
。

私
の
香
油
瓶
説
批
判
の
中
で
、「
香
油
壷
を
持
つ
の
は
〈
油�

を�

注�

ぐ�

者�

〉
た�

る�

祭�

司�

で
あ
っ
て
」
と
云
っ
て
い
る
の
は
誤
り
で
、
祭
司

で
あ
れ
、
救
國
者
の
ダ
ビ
デ
で
あ
れ
、
未
来
の
人
類
の
救
世
主
で
あ

る
イ
エ
ス
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
神
か
ら
の
〈
油
を
注
が
れ
し
者
〉
で

あ
る
。
ま
た
、
イ
エ
ス
の
場
合
、
ク
リ
ス
ト
ス
（
油
注
が
れ
し
者
）

を
象
徴
す
る
も
の
は
、
つ
ね
に
十�

字�

架�

で
あ
り
、
香
油
瓶
で
は
な
い

こ
と
も
断
っ
て
お
く
。

44




